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１． はじめに 

 

令和元年 10 月の台風第 19 号（以下「令和元年東日本台風」という。）では、

東日本を中心とした記録的な豪雨により、各地で甚大な洪水被害が発生した。

国土交通省所管ダムでは、洪水調節を行った 146 ダムのうち 6 ダムにおいて洪

水調節容量を使い切る見込みとなり、ダムへの流入量と同程度の放流量とする

異常洪水時防災操作に移行した。また、平成 30 年 7 月の西日本豪雨（以下「平

成 30 年 7 月豪雨」という。）においても、洪水調節を行った 213 ダムのうち 8

ダムで異常洪水時防災操作に移行するなど、施設能力を上回る洪水発生が常態

化していると言っても過言ではない。今後、気候変動の影響等による異常豪雨

の頻発化が懸念される中、既設ダムの施設能力を上回る洪水の発生頻度のさら

なる増加が予想される。 

気候変動による外力の増大に対しては、ハード・ソフト一体となった流域全

体で備える総合的な水災害対策を進めていくことが重要であり、そうした中、

引堤や堤防かさ上げなどの長い区間にわたる河道改修には制約が多いことか

ら、ダムによる洪水調節により、上流で洪水を貯留して下流の河道への洪水の

流下を抑制し、下流河川の長い区間にわたって水位を低下させることは有効な

手段である。また、ダムは、施設能力を上回るような洪水が発生した場合であ

っても、下流河川の水位ピークの発生時刻を遅らせることで避難時間の確保に

寄与したり、氾濫する水量を低減させることで氾濫面積や浸水深を低減させた

りする可能性を有しており、ダムの有するこれらの機能を最大限に発揮させる

ことは重要である。 

このような認識のもと、ダムは、運用の変更等によって、気候変動による外

力の増大に対応する可能性を有する施設であることから、これまでの知見や新

たな技術等を活用した、より効果的なダム操作を展開していく必要がある。 

また、ダム管理者や下流の河川管理者のみならず市町村や住民などダムに関

わる全ての主体が、ダムの特長や限界を正しく理解し、ダムの操作を踏まえた

防災行動を的確に実行できるようにしていくことが重要であり、ダムの操作に

関する情報の持つ意味を正確かつ十分に共有･共感できるかがポイントになる。

令和元年東日本台風では、平成 30 年 7 月豪雨の経験を踏まえ、ダムの洪水調

節に係る情報提供について、記者発表により報道機関等を通じて周知するなど、

新たな取組が行われたところであるが、真に「伝わる（情報を受け取って理解

してもらい行動につなげる）」ことに向けては更なる改善に取り組む必要があ

る。 

本検討会は、これまでの知見や新たな技術等を活用した、より効果的なダム

操作や情報提供の更なる改善等について検討を進め、令和元年東日本台風での

対応から浮かび上がった、ダムの洪水調節及び情報提供に関する課題とこれに

対する取組の方向性等について内容をとりまとめた。 
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２． 「異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能と情報の充実に向けて（提言）

平成 30 年 12 月」を受けた取組状況 

 

 平成 30 年 7 月豪雨を踏まえ、気候変動の影響等により今後も施設規模を上

回る異常洪水が頻発することが懸念される中、国土交通省は、そうした事態に

備え、より効果的なダムの操作や有効活用の方策、ダムの操作に関わるより有

効な情報提供等のあり方について、ハード・ソフト両面から検討することを目

的に平成 30 年 9 月に、「異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関す

る検討会」を設置した。検討会での議論を経て、平成 30 年 12 月に、提言「異

常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能と情報の充実に向けて」がとりま

とめられている。 

提言では、対応すべき課題や主な論点を次の通りとしている。 

①異常豪雨によってダムの洪水調節容量を使い切ってしまうことに対し、 

・事前放流により、より多くの容量を確保できないか 

・異常洪水時防災操作に移行する前の通常の洪水調節段階により多くの放流

ができないか 

・気象予測に基づく操作を行うことはできないか 

②ダムの操作に関わる情報が住民の避難行動に繋がっていないことに対し、 

・平常時から浸水等のリスク情報を提供し、認識の共有を図ることが必要では

ないか 

・情報提供を「伝える」から「伝わる」、さらには「行動する」ように変える

ことが必要ではないか 

・情報提供を市長村長の判断に直結するよう変えることが必要ではないか 

 

これらに対し、対策の基本方針を次の通りとしている。 

①ハード対策（ダム再生等）とソフト対策（情報の充実等）を一体的に推進 

②ダム下流の河川改修とダム上流の土砂対策、利水容量の治水への活用など流

域内で推進した対策 

③ダムの操作や防災情報とその意味を関係者で共有し、避難行動に繋げる 

 

 提言では、「直ちに対応すべきこと」、「速やかに着手し対応すべきこと」、「研

究･技術開発等を進めつつ対応すべきこと」の３つに大別して対策を提案して

いる。〔図表 2-1〕、〔図表 2-2〕 

ここでは、特に「直ちに対応すべきこと」を主体に、提言以降、これまでに

行ってきている取組を確認･共有する観点から、代表的な事例について以下に

紹介する。ダムの情報提供等の改善とともに、ダム再生事業に向けた検討が早

急に進められている事例もあり、頻発する豪雨災害に対してハード・ソフト両

面からの対策として、これらの取組の良い事例は積極的に紹介し、情報共有し

ていくことが必要である。 
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図表 2-1 異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関する検討会の提言の概要 

 

図表 2-2 提言における「直ちに対応すべきこと」の概要 

方策 課題 対応すべき内容

よ
り
効
果
的
な
ダ
ム
操
作
や
有
効
活
用

Ⅰ．洪水貯留準備操作（事前放流）に
より、より多くの容量の確保

降雨量等の予測精度（数日前）、貯水位が回復しな

かった場合の渇水被害リスク、利水者の事前合意

利水者との調整等による洪水貯留準備操作（事前放流）の充実

洪水貯留準備操作（事前放流）の高度化に向けた降雨量やダム流入量（数日前）の予測精度向上

利水容量内の放流設備の位置や放流能力等の制約 洪水貯留準備操作（事前放流）を充実させるためのダム再生の推進

Ⅱ．異常洪水時防災操作に移行する
前の通常の防災操作（洪水調節）
の段階で、より多くの放流

下流河川の流下能力不足による制約 洪水調節機能を有効に活用するためのダム下流の河川改修の推進

貯水位が低い時点の放流能力等による制約
利水容量の治水活用による洪水調節機能の強化

洪水調節機能を強化するためのダム再生の推進

Ⅲ．気象予測に基づく防災操作（洪水
調節）

降雨量・ダム流入量予測（数時間前）の精度
予測が外れた場合のリスク、地域の認識共有

防災操作（洪水調節）の高度化に向けた降雨量やダム流入量（数時間前）の予測精度向上

気象予測等に基づくダム操作の高度化を行う場合の環境整備等の対応

Ⅳ．洪水調節容量の増大
ダム型式、地形、地質・施工条件（ダムかさ上げ等）
他の目的を持つ容量の振替

ダムの適切な維持管理・長寿命化の推進（容量を確保するための土砂対策等）

利水容量の治水活用による洪水調節機能の強化【再掲】

洪水調節機能を強化するためのダム再生の推進【再掲】

※全体に関連

ダムの操作規則の点検

ダム下流河川の改修やダム再生等により可能となる操作規則の変更

ダムの洪水調節機能を強化するための技術の開発・導入

気候変動による将来の外力の増大（降雨パターンの変化等を含む）への対応

よ
り
有
効
な
情
報
提
供
や
住
民
周
知

Ⅴ．平常時からの情報提供
～認識の共有～

ダム下流の浸水想定図等が作成されていない
ダム下流河川における浸水想定図等の作成

ダム下流の浸水想定等の充実と活用（市街地における想定浸水深等の表示等）

ダムの機能や操作等が十分に認知されていない
ダムの操作に関する情報提供等に関わる住民への説明

ダムの操作に関する情報提供等に関わる住民説明の定例化

防災情報が災害時の適切な行動に十分活用されて
いない

ダムの洪水調節機能を踏まえた住民参加型の訓練

ダムの洪水調節機能を踏まえた住民参加型訓練の定例化

Ⅵ．緊急時の住民への情報提供
～「伝える」から「伝わる」、

「行動する」へ～

緊急性や切迫感が十分に伝わっていない
ダム貯水池の状況が十分に伝わっていない
防災情報が利用されていない

洪水時のダムの貯水池の状況を伝えるための手段の充実、報道機関への情報提供

緊急時に地域の住民にとって有用となる防災情報ツールの共有

異常洪水時防災操作へ移行する際の放流警報の内容や手法の変更

ユニバーサルデザイン化された防災情報の提供、伝わりやすい防災用語の検討

プッシュ型配信等を活用したダム情報の提供の充実

ダムに関する情報伝達手法に関する技術開発

水害リスクを考慮した土地利用

情報の伝達範囲や手段等の充実

放流警報設備等の改良

放流警報設備等の施設の耐水化

電力供給停止時におけるダム操作に必要な電源等の確保

Ⅶ．緊急時の市町村への情報提供
～判断につながる情報提供～

市町村長が避難情報の発令を判断するために必要と

なる情報やその意味と伝達されるタイミング
ダム情報と避難情報の発令の関係の明確化

大規模氾濫減災協議会へのダム管理者の参画

避難勧告等の発令判断を支援するためのトップセミナーの開催

避難勧告等の発令判断を支援するためのトップセミナーの定例化

避難勧告等の発令判断を支援するための連絡体制強化

ダムの洪水調節機能を踏まえた避難勧告着目型タイムラインの整備

ダムの洪水調節機能を踏まえた避難勧告着目型タイムラインの充実

： 直ちに対応すべきこと ： 速やかに着手して対応すべきこと ： 研究・技術開発等を進めつつ対応すべきこと※凡例
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  （１）より効果的なダム操作や有効活用 

 

（洪水貯留準備操作（事前放流）により、より多くの容量の確保） 

① 利水者との調整等による洪水貯留準備操作（事前放流）の充実（利水容量の

治水活用による洪水調節機能の強化） 

治水の計画規模や河川（堤防等）・ダム等の施設能力を上回る洪水の発生時に

おけるダム下流河川の沿川における洪水被害の防止・軽減を目的とし、洪水貯

留準備操作（事前放流）を平成 17 年度より実施している。 

令和元年 10 月時点において、多目的ダムの事前放流の実施体制を整えてい

るダムは 54 ダム、利水ダムの事前放流（治水協力）の実施体制を整えている

ダムは 7 ダムである。 

例えば、水資源機構管理の草木ダムにおいては、令和元年東日本台風におい

て事前放流を実施することにより、洪水調節容量を超える量の貯留が可能とな

り、異常洪水時防災操作を回避している。 

また、和歌山県新宮市日足地区では、平成 23 年の洪水後、治水安全度の向

上を図るため、近畿地方整備局が、熊野川の河道掘削を実施するとともに、電

源開発が、河川管理者との協議を行い、利水ダムの治水協力の体制（事前放流

の実施内容を具体化して実行できる体制）を整えた。令和元年台風第 10 号の

際は、河道掘削と、電源開発管理の発電専用ダムである風屋ダム・池原ダムの

治水協力の結果、約 1.3m の下流河川の水位低減効果があり、家屋の浸水被害

を回避した。 

国土交通省では、更なる事前放流の充実に向けて、利水ダムの治水協力を促

進する観点から、令和 2 年度より、利水ダムで事前放流に使用した利水容量が

従前と同様に回復せず、利水者に特別の負担が生じた場合の損失を補填する制

度を創設している。また、放流設備が小規模であるなどのために十分な効果が

発揮できない利水ダムにおいて、洪水調節機能の強化に一定の効果が認められ

る放流施設等の改造に対する補助制度を創設している。 

その他、国及び水資源機構が管理するダムにおいて、利水容量（水利権が未

設定の利水容量）を暫定的に洪水調節に活用するための経費を計上する制度を

令和元年度に創設している。 

 

（洪水調節容量の増大） 

② ダムの適切な維持管理・長寿命化の推進（容量を確保するための土砂対策等） 

ダムの洪水調節機能を確実に発揮させるために、中部地方整備局管理の小渋

ダム等において、洪水調節容量内の堆砂除去を推進している。 

ダムの堆砂対策を推進するため、国土交通省は、これまでは災害復旧事業制

度で実施できる堆砂除去の対象範囲が洪水調節容量に限られていた制度を、令

和 2 年度から、利水容量における事前放流に必要な容量まで拡充した。 

あわせて、総務省は、地方公共団体が単独事業として緊急的にダムの浚渫を

実施できるよう、令和 2 年度に、新たに「緊急浚渫推進事業費」を地方財政計

画に計上するとともに、緊急的な浚渫経費について地方債の発行を可能とする
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ための特例措置を創設した（令和 6 年度までの 5 年間時限措置）。 

 

③ 洪水調節機能を強化するためのダム再生の推進 

兵庫県管理の引原ダムでは、平成 30 年 7 月豪雨で計画の 1.5 倍の洪水がダ

ムに流入し、異常洪水時防災操作を実施したことを受け、速やかに洪水調節機

能を強化する検討を実施し、令和 2 年度より、堤体かさ上げや放流設備改造等

のダム再生事業に新規に着手した。 

  

（全体に関連） 

④ ダムの操作規則の点検 

水資源機構管理の一庫ダムは、ダム下流河川の河道整備の進捗状況を踏まえ

て、より効果的な操作方法の検討を実施した結果、令和元年 6 月より、これま

で暫定的な操作としてダムからの計画最大放流量を 150m3/s としていたものを

200 m3/s に変更し、より大きな規模の洪水に対しても洪水調節効果を発揮する

ことが可能となった。 

 

（２）より有効な情報提供や住民周知 

 

（平常時からの情報提供 ～認識の共有～） 

⑤ ダム下流河川における浸水想定図等の作成 

平成 30 年度から、ダム下流河川における浸水想定図等の作成が全国的に進

められている。平成 30 年 7 月豪雨を踏まえ、愛媛県は、野村ダム下流の西予

市野村町地区、鹿野川ダム下流の大洲市菅田地区を流れる肱川の区間を水位周

知河川に指定し、浸水想定区域図を作成した。 

また、西予市及び大洲市は、愛媛県が作成した浸水想定区域図を基に洪水ハ

ザードマップを作成した。また、市街地において、平成 30 年 7 月豪雨の際の

実績浸水深等の表示を行っている。 

 

⑥ ダムの操作に関する情報提供等に関わる住民への説明 

中部地方整備局管理の長島ダムでは、令和元年 9 月に静岡県榛原郡川根本町

の防災訓練のプログラムの１つとして、講演会「長島ダムの役割といざという

ときの避難」を開催し、ダムの役割と限界、異常洪水時防災操作と早めの避難

の重要性について住民に説明を実施した。 

水資源機構管理の日吉ダムでは、平成 31 年 2 月～令和元年 6 月にダムの役

割、防災操作、平成 30 年 7 月豪雨時の対応状況、異常洪水時防災操作時の下

流住民への周知方法等について、地区ごとの説明会を実施した。 

九州地方整備局管理の嘉瀬川ダムでは、ダム見学会において、ダム模型を利

用して、ダムの機能・操作及び異常洪水防災操作について説明を実施している。 

 

⑦ ダムの洪水調節機能を踏まえた住民参加型の訓練 

東北地方整備局管理の寒河江ダムでは、平成 31 年 1 月に県や下流市町と合
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同で寒河江ダムの異常洪水時防災操作を想定した大規模洪水対応演習を実施

した。簡易ロールプレイング方式で対応事項や手順の確認を行うとともに、避

難勧告等の発令判断を支援するため西川町長とのホットラインを実践した。 

関東地方整備局管理の宮ヶ瀬ダムでは、令和元年 5 月にダムの放流情報等に

ついての住民説明会を開催するとともに、住民参加型の避難訓練を実施した。 

 

(緊急時の住民への情報提供 ～「伝える」から「伝わる」、「行動する」へ～) 

⑧ 洪水時のダム貯水池の状況を伝えるための手段の充実、報道機関への情報提

供 

四国地方整備局管理の野村ダムでは、令和元年度よりダム放流量や貯水池へ

の流入量等の情報に加え、貯水位の状況、ダム下流河川の状況、カメラ映像等

の情報をテレビ等のメディアを通じて住民に提供することを開始した。 

九州地方整備局管理の鶴田ダムでは、ダムの情報を住民へいち早く届けるた

め、異常洪水時防災操作へ移行する際に、関係機関通知時と同時に報道機関へ

情報提供することとし、あわせて、令和元年 6 月 25 日、鹿児島県内の報道機

関を対象に「鶴田ダムからの情報提供のあり方とダムの操作説明」と題して説

明会を開催した。 

 

⑨ 緊急時に地域の住民にとって有用となる防災情報ツールの共有 

北海道開発局管理の岩尾内ダムでは、ウェブサイトにて放流量や流入量、貯

水位等のリアルタイムでの情報配信に加え、放流状況等のメッセージを記載す

ることで、現在のダム状況を閲覧者に分かりやすく情報提供する取組を実施し

ている。 

  

⑩ 異常洪水時防災操作へ移行する際の放流警報の内容や手法の変更 

四国地方整備局管理の野村ダム・鹿野川ダムでは、令和元年度にダムの放流

量等の定量的な情報だけでなく、危険度に応じた 4 段階のカラー表示等の情報

発信を試行することで、地域住民や肱川を訪れた人がその危険性を直感的に理

解できる取組を実施している。 

 

⑪ 放流警報設備等の改良・耐水化、電力供給停止時におけるダム操作に必要な

電源等の確保 

水資源機構管理の下久保ダムでは、住民等に対して生命を守る避難等の行動

を促すよう、情報伝達範囲や手段等の充実として、放流警報局のスピーカー増

設を行った。 

東北地方整備局管理の森吉山ダムでは、放流警報設備の水没による機能不全

防止のため、放流警報設備等の施設の耐水化を実施した。 

地震や豪雨等による長期的な停電時においても安定的にダムを操作するた

め、予備発電機運転可能時間の延伸化（72 時間対応）を島根県管理の山佐ダム

などで実施中である。 
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(緊急時の市町村への情報提供 ～判断につながる情報提供～) 

⑫ 大規模氾濫減災協議会へのダム管理者の参画 

平成 30 年 7 月豪雨を踏まえ、高梁川水系では、これまで国と岡山県のそれ

ぞれの管理区間毎に組織されていた減災対策協議会を、平成 30 年 12 月に高梁

川水系全体として統合するとともに、新たにダム管理者（利水ダム管理者含む）

等が構成機関に加わった。また、本協議会で検討を行い、利水ダム管理者、警

察、自衛隊、交通機関、報道機関、自治体、国土交通省など流域の関係機関に

よる「高梁川水害タイムライン」が策定された。 

 

⑬ 避難勧告等の発令判断を支援するためのトップセミナーの開催 

沖縄県では、令和元年 6 月よりダム所在地域において、自治体の避難勧告等

の発令判断を支援するため、ダムの洪水調節と下流河川の水位状況、ホットラ

インと避難判断の時期などについて確認するため、ダム管理者と自治体の首長

によるトップセミナーを実施した。 

なお、国土交通省では、平成 31 年 4 月にダム管理者から自治体等の関係機

関に対するダムの放流情報等に関する通知について、より切迫感をもって緊急

性を伝えられるよう、また、避難勧告等の判断に必要な情報の記載を追加し、

通知文の標準案を変更している。また、自治体の警戒レベルの発令基準とダム

放流に係る通知等の関係について、標準的な判断基準を示し、自治体等へ周知

している。 

 

⑭ 避難勧告等の発令判断を支援するための連絡体制強化 

四国地方整備局管理の鹿野川ダムでは、洪水時、定期的にダム予測等情報を

大洲市・愛媛県へメール送付した。またホットラインの強化として、平成 31 年

4 月に、従来の電話連絡に加えタブレット等を用いた TV 電話等を活用した。 

 

⑮ ダムの洪水調節機能を踏まえた避難勧告着目型タイムラインの整備 

四国地方整備局管理の野村ダムでは、西予市が令和元年 5 月に、ダム管理者

から発信される放流通知等の情報と、住民の避難に関する防災行動を整理した

避難勧告等に着目したタイムラインを作成した。 

 

 

３． 令和元年東日本台風におけるダムの状況 

 

（１）令和元年東日本台風の概要と特徴 

令和元年 10 月に南鳥島近海で発生した令和元年東日本台風は、12 日 19 時

前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸し、その後、関東地方を通過し、13 日 12

時に日本の東で温帯低気圧に変わった。降水量については、10 月 10 日～13 日

までの総降水量が、神奈川県箱根で 1,000mm に達し、東日本を中心に 17 地点

で 500mm を超えた。また、気象庁が設置している全国約 1300 か所の地域気象

観測所（アメダス）の観測のうち、6 時間降水量は 89 地点、12 時間降水量は
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120 地点、24 時間降水量は 103 地点、48 時間降水量は 72 地点で観測史上最大

を更新した。〔図表 3-1〕 

今回の台風による記録的な大雨の要因は、気象庁の解析によると次の通りで

ある。 

①大型で非常に強い勢力をもった台風の接近による多量の水蒸気の流れ込

み 

②台風北側の前線の形成・強化及び地形の効果などによる持続的な上昇流の

形成 

③台風中心付近の発達した雨雲の直接的影響 

なお、平成 30 年 7 月豪雨は、梅雨前線が停滞し、特に 72 時間や 48 時間降

水量などの長時間の大雨について観測史上１位を更新している地点が多かっ

たが、今回は台風性の豪雨であり、特に 6 時間、12 時間、24 時間降水量など

について観測史上 1 位を更新している地点が比較的多い傾向にある。 

 

 

図表 3-1 令和元年東日本台風の特徴（降雨） 

 

（２）令和元年東日本台風におけるダムの防災操作の状況 

○概況 

 国土交通省所管ダムにおいては、全国 562 ダムのうち、146 ダムで防災操作

（洪水調節）を実施し、ダムで洪水を貯留することにより、下流河川の水位

を低下させ、流域の被害軽減・防止効果を発揮した。また、治水の計画規模や

河川（堤防等）・ダム等の施設能力を上回る洪水の発生時に、ダム下流河川の

沿川における洪水被害の防止・軽減を図るべく、東日本を中心に 33 ダムで事

前放流を実施した。 

 洪水調節を行った 146 ダムのうち、美和ダム（中部地方整備局）、高柴ダム

（福島県）、塩原ダム（栃木県）、水沼ダム（茨城県）、竜神ダム（茨城県）、城

山ダム（神奈川県）の 6 ダムにおいて洪水調節容量を使い切る見込みとなり、

異常洪水時防災操作に移行した。〔図表 3-2〕 

このほか、樽水ダム（宮城県）、川治ダム（関東地方整備局）、川俣ダム（関

東地方整備局）、西荒川ダム（栃木県）、中禅寺ダム（栃木県）、草木ダム（水
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資源機構）、下久保ダム（水資源機構）、二瀬ダム（関東地方整備局）の 8 ダ

ムでは、洪水調節容量を使い切る見込みがあり関係機関への通知等を行った

が、その後、降雨状況等により異常洪水時防災操作への移行は回避された。

〔図表 3-3〕 

 

○ダムの洪水調節の特徴 

今回、洪水調節容量の 6 割以上を使用したダムは 34 ダムあり、これは平成

30 年 7 月豪雨（22 ダム）を上回る。平成 30 年 7 月豪雨では、長時間にわた

る複数のピーク流量を形成する洪水に対して洪水調節容量を長時間にわたり

使い続けたダムが多かったが、今回は、大型で強い勢力の台風の通過による

一山の洪水ピーク流量を持つ洪水に対して洪水調節容量を使っているダムが

多いことが特徴として挙げられる。 

今回洪水調節を実施した全てのダムについて、ダムの洪水調節容量を流域

面積で除した相当雨量によって、ダムの洪水調節能力を評価すると、今回異

常洪水時防災操作を実施した6ダムは、相当雨量が比較的小さい傾向にあり、

実際には降雨パターンや操作方法の違いによっても異なるが、相対的にダム

の洪水調節能力が小さい傾向にあることが分かった。 

 

 

図表 3-2 令和元年東日本台風におけるダムの洪水調節の状況 
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図表 3-3 令和元年東日本台風で異常洪水時防災操作を回避したダム 

 

 

○ダムの洪水調節の効果事例 

洪水を貯留することにより効果を発揮したダムの事例を以下に示す。 

・阿武隈川水系大滝根川の三春ダム（東北地方整備局管理）は、ダムへの最大

流入量約 613m3/s に対し、約 586m3/s をダムにより低減し、約 1,790 万 m3

の洪水を貯留した。これによりダム下流の郡山市の阿久津地点付近のピー

ク水位を約 80cm 低下させる効果を発揮して越水氾濫の時間を短縮できた

と推定される。 

・阿賀野川水系阿賀川の大川ダム（北陸地方整備局管理）は、関係利水者の協

力のもと、事前放流を実施し、貯水位を約 6.3m 低下させ、貯水容量を新た

に約 589 万 m3確保した。これにより、ダムへの最大流入量約 2,531m3/s に

対し、約 834m3/s をダムにより低減し、約 2,405 万 m3の洪水を貯留して、

ダム下流の喜多方市や会津坂下町の山科地点の水位を約 2.1m 低下させる

などの効果を発揮した。 

・相模川水系の宮ヶ瀬ダム（関東地方整備局管理）及び城山ダム（神奈川県管

理）は、それぞれ約 4,300 万 m3、約 2,900 万 m3の洪水を貯留した。これに

より、ダム下流の厚木市の厚木地点付近の相模川の水位を約 1.1m 低下させ

るなどの効果を発揮した。〔図表 3-4〕 

・利根川水系の草木ダム（水資源機構管理）においては、大規模な洪水に備え

て利水容量の事前放流を実施し、水位低下を行った。これにより、ダムへ

の洪水調節容量を超える量の貯留が可能となり、異常洪水時防災操作を回

避した。具体には、洪水調節容量は有効貯水容量の約 4 割にあたる約 2,000

万 m3 であるところ、この容量に加えて有効貯水容量の約 3 割にあたる約

1,500 万 m3の利水容量の事前放流を実施して、貯水位を約 14.2m 低下させ

た。仮に利水容量の事前放流を行わなかった場合、異常洪水時防災操作が
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必要となる貯水位を超えていたと想定される。〔図表 3-5〕 

 

 

図表 3-4 相模川水系 宮ヶ瀬ダム及び城山ダムの効果 

 

 

図表 3-5 利根川水系 草木ダムの効果 
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（３）異常洪水時防災操作を実施した 6 ダムの状況 

 

 令和元年東日本台風では、国が管理する 1 ダム、県が管理する 5 ダムにおい

て異常洪水時防災操作に移行した。各ダムの管理者において、 

・降雨及び流入量の状況（降雨及び流入量の規模） 

・異常洪水時防災操作の通知状況（関係機関に対する実施時期） 

・異常洪水時防災操作の周知状況（一般に対するサイレン吹鳴等の実施時期） 

・避難勧告等の発令状況（ダム管理者が発信した情報を受けた市町村の警戒

発令状況） 

・事前の水位低下の実施状況（予備放流・事前放流の有無および実際の水位

低下量） 

・下流河川における浸水被害（浸水被害の有無等） 

・降雨予測の使用状況（ダム操作に用いた降雨予測情報の種類） 

等について確認・検証を行った。 

 

① 降雨及び流入量の状況（令和元年東日本台風の降雨量及び流入量の規模）

〔図表 3-6〕 

   ・美和ダム（中部地方整備局 昭和 34 年管理開始）については、流域平均

における計画降雨量 260mm/2 日（1/100）に対して、実績 326mm/2 日を観

測。また今回の最大流入量である 887m3/s は管理開始以降 3 番目の流入量

を記録。 

   ・高柴ダム（福島県 昭和 37 年管理開始）については、流域平均における

計画降雨量 360mm/2 日（1/50）に対して、実績 344mm/2 日を観測。また今

回の最大流入量である 1,711m3/s は管理開始以降最大の流入量を記録。 

・塩原ダム（栃木県 昭和 54 年管理開始）については、流域平均における

計画降雨量 395mm/日（1/80）に対して、実績 410mm/日を観測。また今回

の最大流入量である 734m3/s は管理開始以降 4 番目の流入量を記録。 

・水沼ダム（茨城県 昭和 41 年管理開始）については、流域平均における

計画降雨量 187mm/8h（1/80）に対して、実績 376mm/8h を観測。また今回

の最大流入量である 226m3/s は管理開始以降最大の流入量を記録。 

・竜神ダム（茨城県 昭和 54 年管理開始）については、流域平均における

計画降雨量 275mm/2 日（1/50）に対して、実績 230mm/2 日を観測。また今

回の最大流入量である 85m3/s は管理開始以降 3 番目の流入量を記録。 

・城山ダム（神奈川県 昭和 40 年管理開始）については、流域平均におけ

る計画降雨量 440mm/3 日（1/50）に対して、実績 525mm/3 日を観測。また

今回の最大流入量である 4,922m3/s は管理開始以降最大の流入量を記録。 
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図表 3-6 各ダムの令和元年東日本台風における流入量と既往最大流入量との比較 

 

② 異常洪水時防災操作の通知状況（関係機関に対する実施時期）及び周知状

況（一般に対するサイレン吹鳴等の実施時期）〔図表 3-7〕 

   ・美和ダムについては、下流自治体（伊那市、宮田村、駒ヶ根市、飯島町、

中川村、松川町、豊丘村、高森町、飯田市、喬木村等）に対し、12 日 17

時 37 分に異常洪水時防災操作の 3 時間前通知、20 時 00 分に異常洪水時

防災操作の 1 時間前通知を実施。その他、記者発表、ツイッター、エリア

メールによる一般への周知も実施。 

   ・高柴ダムについては、下流自治体（いわき市）に対し、12 日 20 時 30 分に

異常洪水時防災操作の 3 時間前情報提供、21 時 05 分に異常洪水時防災操

作の１時間前通知を実施。その他、記者発表による一般への周知も実施。 

   ・塩原ダムについては、下流自治体（那須塩原市、大田原市、矢板市、那珂

川町等）に対し、12 日 20 時 30 分に異常洪水時防災操作の 1 時間前通知

を実施。その他、報道機関等への情報連絡を個別に実施。 

   ・水沼ダムについては、下流自治体（北茨城市）に対し、12 日 17 時 00 分に

異常洪水時防災操作の 3 時間前通知、19 時 45 分に異常洪水時防災操作の

１時間前通知を実施。その他、記者発表による一般への周知も実施。 

・竜神ダムについては、下流自治体（常陸太田市）に対し、12 日 19 時 45 分

に異常洪水時防災操作の 3 時間前通知、23 時 00 分に異常洪水時防災操作

の１時間前通知を実施。その他、記者発表による一般への周知も実施。 

・城山ダムについては、下流自治体（相模原市、愛川町、海老名市、厚木市

等）に対し、12 日 14 時 19 分に異常洪水時防災操作の 3 時間前通知、20

時 45 分に異常洪水時防災操作の 1 時間前通知を実施。その他、記者発表、

エリアメールによる一般への周知も実施。 
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本数値は、速報値であるため変更となる可能性があります
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図表 3-7 異常洪水時防災操作を行ったダムの通知等の状況 

 

③ 避難勧告等の発令状況（ダム管理者が発信した情報を受けた市町村の警戒

発令状況） 

各ダムの下流関係自治体が、避難情報を発令した時刻を示す。〔図表 3-8〕 

 
図表 3-8 異常洪水時防災操作実施ダムでの避難情報の発令時刻 

ダム名 管理者
水系
河川

開始時刻 終了時刻 下流自治体
ダム

所在地

通知等の連絡時刻 実施した住民周知手法

3時間前通知等 1時間前通知等
警報車・警報
局のサイレン

記者発表 その他主なもの
通知等

連絡時間
開始時間との差

通知等
連絡時間

開始時間との差

美和ダム 中部地整
天竜川水系

三峰川
12日

21時30分
13日

01時00分

伊那市、宮田村、
駒ヶ根市、飯島
町、中川村、松
川町、豊丘村、
高森町、飯田市、
喬木村等

伊那市
１２日

１７時３７分
3時間53分前

１２日
２０時００分

1時間30分前 〇 〇
・ツイッターに
よる情報提供
・エリアメールを実施

高柴ダム 福島県
鮫川水系

鮫川
12日

23時00分
13日

02時12分
いわき市 いわき市

１２日
２０時３０分

2時間30分前
１２日

２１時０５分
1時間55分前 〇 〇

塩原ダム 栃木県
那珂川水系

箒川
12日

21時34分
13日

01時2分

那須塩原市、
大田原市、矢板
市、那珂川町

那須塩原市 － －
１２日

20時30分
1時間04分前 〇 ○※

水沼ダム 茨城県
大北川水系

花園川
12日

20時50分
12日

23時21分
北茨城市 北茨城市

１２日
１７時００分

3時間50分前
１２日

１９時４５分
1時間05分前 〇 〇

竜神ダム 茨城県
久慈川水系

竜神川
13日

00時35分
13日

02時30分
常陸太田市 常陸太田市

１２日
１９時４５分

4時間50分前
１２日

２３時００分
1時間35分前 〇 〇

城山ダム 神奈川県
相模川水系

相模川
12日

21時30分
13日

01時15分

相模原市、愛川
町、海老名市、
厚木市等

相模原市
１２日

１４時１９分
7時間前

１２日
２０時４５分頃

45分前 〇 〇 ・エリアメールを実施

※報道機関等への情報連絡を個別に実施

避難勧告 避難指示

長野県 伊那市 12日18時52分 12日20時00分

長野県 宮田村 12日21時00分

長野県 駒ヶ根市 12日18時30分

長野県 飯島町

長野県 中川村 12日19時30分

長野県 松川町 12日19時00分

長野県 豊丘村

長野県 高森町

長野県 喬木村

長野県 飯田市

高柴ダム 福島県 鮫川水系鮫川 福島県 いわき市 12日15時10分 12日20時30分

栃木県 那須塩原市 12日20時29分

栃木県 大田原市 12日20時00分

栃木県 矢板市

栃木県 那珂川町 12日20時17分

水沼ダム 茨城県 大北川水系花園川 茨城県 北茨城市 12日15時44分 12日20時34分

竜神ダム 茨城県 久慈川水系竜神川 茨城県 常陸太田市 12日16時00分 12日22時00分

神奈川県 相模原市 12日7時30分 12日13時30分

神奈川県 平塚市 12日13時00分 12日15時50分

神奈川県 茅ヶ崎市 12日6時00分 12日15時40分頃

神奈川県 厚木市 12日9時30分 12日13時30分

神奈川県 海老名市 12日13時30分 12日15時20分

神奈川県 座間市 12日14時30分

神奈川県 寒川町 12日15時00分

神奈川県 愛川町 12日12時00分 12日14時20分

城山ダム 神奈川県 相模川水系相模川

塩原ダム 栃木県 那珂川水系箒川

美和ダム 中部地整 天竜川水系三峰川

避難情報の発令時刻
ダム名 管理者 河川 下流関係自治体
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   ＜城山ダムにおける異常洪水時防災操作にかかる対応経過の例＞ 

〔図表 3-9,10〕 

    相模川水系は、山梨県、神奈川県の 2 県 14 市 4 町 6 村にまたがり、下流

部の厚木市等の市街地化された地域に人口が集中している。相模川流域では、

上流に建設するダムによる洪水貯留と堤防整備等による河川改修を組み合

わせて治水対策を実施してきており、相模川本川に、神奈川県が管理する城

山ダム、支川の中津川に、関東地方整備局が管理する宮ヶ瀬ダムが完成して

いる。このような相模川水系において、令和元年 10 月 13 日から 16 日にか

けての 72 時間雨量において神奈川県相模原市の相模湖観測所では観測開始

以降で最大の 72 時間雨量となる 631mm を記録するなど、各観測所で観測史

上最大の雨量を更新した。城山ダムにおいては、3 日間で流域平均雨量 440mm

という計画降雨量に対し、これを上回る 3 日間で 525mm の降雨量を観測し、

ダムへの最大流入量が 4,922m3/s と、計画最大流入量 3,000m3/s を上回る規

模の流入量となり、管理開始以降最大を記録した。このような状況において

も、相模川水系の宮ヶ瀬ダム及び城山ダムは、それぞれ約 4,300 万 m3、約

2,900 万 m3の洪水を貯留し、ダム下流の厚木市厚木地点付近の相模川の水位

を約 1.1m 低下させるなどの効果を発揮した。 

降雨情報や城山ダムの流入・放流情報、ダム管理者からの自治体への情報

の伝達状況、自治体の避難情報の発令状況等（経過）は次の通りである。 

・10 月 11 日 14 時から予備放流を開始し、約 1,000 万 m3を加えた約 2,900

万 m3の容量を確保 

・12 日 10 時 45 分、城山ダムへの流入量が 1,500m3/s に達したため、城山ダ

ム管理所は、操作規則に基づいて防災操作（洪水調節）を開始し、関係機

関へ「洪水調節開始の情報」を連絡 

・12 時 39 分、神奈川県県土整備局長から市長等へホットラインにより「17

時頃には異常洪水時防災操作を開始する見込み」である旨を伝達 

・13 時 00 分、神奈川県は「緊急放流の実施が見込まれます。命を守る行動

をとってください。緊急放流実施予定 17 時から」旨の内容を記者発表 

・13 時 30 分、相模原市が避難指示を発令 

・14 時 00 分、厚木市が避難指示を発令 

・14 時 19 分、城山ダム管理所が関係機関へ「17 時から異常洪水時防災操作

へ移行する見込み」である旨を通知 

・14 時 20 分、愛川町が避難指示を発令 

・15 時 20 分、海老名市が避難指示を発令 

・15 時 40 分、茅ヶ崎市が避難指示を発令 

・16 時 00 分、平塚市が避難指示を発令 

・16 時 18 分、神奈川県河川課から市町防災部課長へホットラインにより「17

時からの異常洪水時防災操作を見送る見込み」である旨を伝達 

・16 時 30 分、神奈川県は「17 時から見込んでいた緊急放流は、流入量が予

測に達しなかったため、当面見合わせます。緊急放流をする場合は、改め

て１時間前にお知らせします。」との内容を記者発表 
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・19 時 41 分、神奈川県知事によるビデオメッセージで周知 

・20 時 37 分、神奈川県河川課から市町防災部課長へホットラインにより「22

時からの異常洪水時防災操作へ移行する見込み」である旨を伝達 

・20 時 47 分、城山ダム管理所が関係機関へ「22 時から異常洪水時防災操作

へ移行する見込み」である旨を通知 

・21 時 00 分、神奈川県は「22 時から緊急放流を開始します。すぐに命を守

る行動をとってください」との内容を記者発表で周知 

・21 時 21 分、神奈川県河川課から市町防災部課長へホットラインにより「22

時を待たずに異常洪水時防災操作へ移行する見込み」である旨を伝達 

・21 時 25 分、異常洪水時防災操作へ移行 

・21 時 28 分、神奈川県河川課から市町防災部課長へホットラインにより「22

時 30 分より異常洪水時防災操作へ移行する」旨を伝達 

・21 時 30 分、神奈川県は「22 時から緊急放流を開始するとお知らせしたと

ころですが、危険な状況となりましたので、22 時を待たずに緊急放流を

開始します。」旨の内容を記者発表 

・21 時 30 分には最大の流入量となる約 4,922m3/s を、22 時 15 分には最大

のダム流下量（放流量）となる約 4,626m3/s をそれぞれ記録 

なお、城山ダムでは、管理開始以降、初めて異常洪水時防災操作を実施

するに至り、相模川におけるダム下流の上依知地点、相模大橋地点、神川

橋地点では、氾濫危険水位を超過したものの、河川からの氾濫による浸水

被害の発生は確認されていない。 

 

図表 3-9 城山ダムにおける操作、情報伝達の状況 
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14:30 開始見込み通知

16:00 開始見送り連絡

20:45 開始見込み通知
21:45 開始通知

21:30 異常洪水時防災操作開始

01:15 異常洪水時防災操作終了06:00 茅ヶ崎市避難勧告

7:30 相模原市避難勧告

9:30 厚木市避難勧告

12:30 市長等へ

開始予定時間(17時）連絡

16:30 市町防災部課長へ

開始見送りの連絡

20:40 市町防災部課長へ
開始予定時刻(22時)連絡

21:20 市町防災部課長へ
開始予定時間変更(21:30)連絡

21:30 市町防災部課長へ
開始連絡

2:00 市町防災部課長へ
終了の連絡

13:30 厚木市避難指示
13:30 海老名市避難勧告

13:30 相模原市避難指示
13:00 平塚市避難勧告

12:00 愛川町避難勧告

15:50 平塚市避難指示
15:40 茅ケ崎市避難指示

15:20 海老名市避難指示

15:00 寒川町避難勧告

14:30 座間市避難勧告

14:20 愛川町避難指示

本数値は、速報値であるため変更となる可能性があります
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図表 3-10 城山ダムにおける異常洪水時防災操作に係る関係機関等への情報提供 

 

④ 事前の水位低下の実施状況（予備放流・事前放流の有無および実際の水位

低下量）〔図表 3-11〕 

    異常洪水時防災操作を実施した 6 ダムのうち、5 ダムでは事前に水位を低

下させる操作を行っていた。 

・美和ダムについては、予備放流分と事前放流分の容量を確保。水位低下前

の水位 EL.801.8m に対し、EL.801.1m まで水位を低下させた。 

・高柴ダムについては、事前放流分の容量を確保。水位低下前の水位

EL.52.3m に対し、EL.49.4m まで水位を低下させた。 

・塩原ダムについては、予備放流分の容量を確保。水位低下前の水位

EL.400.1m に対し、EL.398.5m まで水位を低下させた。 

・水沼ダムについては、予備放流分の容量を確保。水位低下前の水位

EL.275.7m に対し、EL.274.2m まで水位を低下させた。 

・竜神ダムについては、平常時最高貯水位 EL.152.5m に対し、すでに

EL.146.2m まで水位が低下していた。 

・城山ダムについては、予備放流分の容量を確保。水位低下前の水位

EL.117.5m に対し、EL.112.1m まで水位を低下させた。 
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図表 3-11 異常洪水時防災操作を実施した 6ダムでの事前の水位低下 

 

 

⑤下流河川における浸水被害（浸水被害の有無等） 

 ・美和ダム下流河川では、河川からの氾濫による浸水被害無し。 

 ・高柴ダム下流河川では、河川からの氾濫による浸水被害無し。 

・塩原ダムより下流約 80km の那珂川本川では堤防が決壊。（なお、塩原ダム

下流の那珂川支川箒川の佐久山地点における最高水位は氾濫注意水位を

超過していない。） 

・水沼ダム下流河川では、堤防整備区間で越水は発生しなかったものの、河

口付近の無堤防区間で溢水が発生。床上浸水 5 棟、床下浸水 10 棟の浸水

被害有り。 

・竜神ダム下流河川では、河川からの氾濫による浸水被害無し。 

 ・城山ダム下流河川では、河川からの氾濫による浸水被害無し。 

 

⑥降雨予測の使用状況（ダム操作に用いた降雨予測情報の種類） 

・美和ダムでは、民間気象事業者によるダム上流の降雨予測（全球モデル

（GSM）、メソモデル（MSM）等を基にした最大 51 時間先までの予測）を活

用し、貯留関数モデルにて流出計算を実施し、1 時間ごとに結果を算出し

ている。 

・高柴ダム、塩原ダム、水沼ダム、竜神ダムでは、気象庁による降水短時間

予報のみを活用し、数値予報データを活用した流出計算は行っていない。 

・城山ダムでは民間気象事業者によるダム上流の降雨予測（全球モデル

（GSM）、メソモデル（MSM）等を基にした最大 78 時間先までの予測）を活

▽112.1m

美和ダム 塩原ダム高柴ダム

水沼ダム 竜神ダム 城山ダム

洪水前に確保した容量
（予備放流分＋事前放流分）

（発電）

平常時最高貯水位
▽（815.0m）

△801.1m

実際の低下水位差：0.7m 実際の低下水位差：2.9m 実際の低下水位差：1.6m

実際の低下水位差：1.5m 実際の低下水位差：－ 実際の低下水位差：5.4m

最低水位
▽（ 796.5m）

平常時最高貯水位
▽（52.5m）

最低水位
▽（44.5m）

（水道用水、工業用水）

平常時最高貯水位
▽(280.0m)

最低水位
▽（270.0m）

▽274.2m

（水道用水、工業用水）

平常時最高貯水位
▽(152.5m)

最低水位
▽（136.0m）

▽146.2m

最低水位
▽（95.0m）

（水道用水、工業用水、
発電）

（かんがい用水）

（工業用水）

▽49.4m

予備放流の容量(空いていた) （空いていた）
予備放流の容量（空ける）

予備放流の容量
（空ける）

（空いていた）

（下がっていた）

（空いていた）

予備放流の容量
（空ける）

事前放流（空ける）

（空いていた）

事前放流（空ける）

（中部地整） （福島県） （栃木県）

（茨城県） （茨城県） （神奈川県）

予備放流水位 ▽803.8m

洪
水
調
節
容
量利

水
容
量

洪
水
調
節
容
量

利
水
容
量

洪
水
調
節
容
量

利
水
容
量

洪
水
調
節
容
量

利
水
容
量

洪
水
調
節
容
量

利
水
容
量

利
水
容
量

洪
水
調
節
容
量

▽801.8m △52.3m

▽400.1m

▽275.7m
▽117.5m

洪水前に確保した容量
（事前放流分）

洪水前に確保した容量
（予備放流分）

洪水前に確保した容量
（予備放流分）

洪水前に確保した容量
（予備放流分）

予備放流水位 ▽272.2m
予備放流水位 ▽113.0m

予備放流水位 ▽398.5m

放流を開始した水位

放流を開始した水位

放流を開始した水位 放流を開始した水位

洪水吐敷高 △799.5m

利水放流管敷高 ▽

洪水吐敷高
▽45.7m

利水放流管敷高 ▽42.4m
洪水吐敷高 ▽

利水放流管敷高 ▽388.1m

洪水吐敷高 △268.0m
利水放流管敷高 ▽268.3m

利水放流管敷高 ▽120.5m
洪水吐敷高 △135.0m

▽104.0m
洪水吐敷高

利水放流管敷高 △

放流を開始した水位

平常時最高貯水位
▽ (419.0m)

平常時最高貯水位
▽(120.0m)

本数値は、速報値であるため変更となる可能性があります
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用し、タンクモデルにて流出計算を実施している。 

⑦その他 

 大規模な洪水が発生した際のダムの安全性の確認について、今回の 6 ダム

において出水時の臨時点検を行っているが、堤体、堤体・貯水池周辺斜面、放

流設備等に被害はなかった。 

 

（４）異常洪水時防災操作を実施した 6 ダムの検証（課題と対応の方向性） 

令和元年東日本台風においても、平成 30 年 7 月豪雨と同様に、異常洪水時

防災操作への移行、すなわち洪水調節機能を上回る洪水となったダムが多数生

じており、洪水調節容量を増やすなど施設能力を高めるためのダム再生を推進

することはもとより、ダムのより効果的な操作や有効活用を進める必要がある。

また、ダムでの対応とともに、河川の改修も進める必要がある。また、ダムの

操作に関わる情報提供については、住民の避難行動を促すべく異常洪水時防災

操作への移行について記者発表を行い報道機関を通じて周知するなど新たな

取組が行われたところであるが、情報発信の仕方と情報の受け止め方にギャッ

プが存在したことなどが、課題としてあげられる。例えば城山ダムでは、より

早い段階から記者発表等の情報提供を行ったが、その後の降雨等の状況により

再確認（見合わせ）を行うなど、状況及び発表内容が変遷したことに関し、受

け手側において、「もう大丈夫だろう」あるいは「方針が二転三転した」とい

うように、避難行動に資する(避難のための時間をできる限り確保する)という

本来の目的とは異なる受け止め方になった面がある。 

各ダムでは、ダムの操作規則等に基づき操作されたものであるが、洪水調節

機能や情報提供については上記のような課題もあることから検証を実施し、そ

の結果、抽出された課題に対する対応の方向性を以下に示す。〔図表 3-

12,13,14〕 

 

 

ダム名 抽出された主な課題 対応の方向性

美和
ダム

洪水調節容量の確実な
確保

事前放流等による洪水
調節容量の強化

洪水調節時の放流量
増量への改善

事前放流の導入による容量確保 （令和2年出水期までに運用体制構築）

高柴
ダム

事前放流の導入による容量確保 （令和2年出水期までに運用体制構築）
河川整備計画の目標に向け、河川改修事業の促進を検討

塩原
ダム

事前放流の導入による容量確保 （令和2年出水期までに運用体制構築）
※最低水位よりも水位を低下させることを想定

水沼
ダム

事前放流の導入による容量確保 （令和2年出水期までに運用体制構築）

暫定操作規則（放流量の抑制）の解消 （下流河川の調査を早急に実施）

竜神
ダム

事前放流の導入による容量確保 （令和2年出水期までに運用体制構築）

城山
ダム

事前放流の導入による容量確保（令和2年出水期までに運用体制構築）

台風期までに洪水調節方法の見直し
(最大放流量の引き上げや定率操作の率の変更)

※上記を中心に下流市町と十分に調整を図りながら検討
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図表 3-12 ダムの洪水調節機能に関する課題と対応の方向性 

 

図表 3-13 ダムの情報提供に関する課題と対応の方向性 

 

 

図表 3-14 城山ダムにおける検証・検討概要 

 

 ○下流河川における浸水被害との関係 

・塩原ダム（※栃木県による見解を引用） 

10 月 12 日 21 時 34 分に異常洪水時防災操作を行っているが、支川箒川の

ダム
名

抽出された主な課題 対応の方向性

美和
ダム

流量の情報だけでは河川の危険性が市町村防災担当者へ伝わり
にくい

・事前に、市町村別で放流量に応じた水位上昇量の一覧表などを情報
提供し、避難判断に資するよう整理

ホットラインの連絡内容が実務者に伝わりにくい ・タイムラインの見直し及び市町村の防災担当も連絡先に追加

エリアメールが十分活用されていない ・発信内容やタイミングを自治体と調整、自治体と連携した啓発を実施

高柴
ダム

避難の目安となるダムからの放流状況が分かりにくい ・洪水期前までに警報局からのアナウンス等について、改善を図る

ホットラインの連絡内容が実務者に伝わりにくい ・ホットラインの連絡先の追加（ダム下流の市支所長）

塩原
ダム

より早い段階かつ分かりやすい情報が市町から必要とされている
・異常洪水時防災操作の3時間前通知を追加
・関係市町のタイムライン作成 ・関係市町のホットライン構築

ダム下流の浸水想定を含むハザードマップが作成されていない ・ダム下流の浸水想定図の策定・公表、市町への提供、HMの作成支援

水沼
ダム

・
竜神
ダム

ダムからの通知内容がわかりづらい ・連絡様式の改善（流入量増分表示、貯水率の％表示など）

住民へのダムに関する情報が不足している ・川の防災情報へのダム情報の掲載

ダム下流の浸水想定を含むハザードマップが作成されていない ・ダム下流の浸水想定図の策定・公表、市町への提供、HMの作成支援

城山
ダム

発信側（県）と受信側（市町）で、住民の命を守る重要な防災情報に
対する認識が異なっていた

早い時期に予告の記者発表をしたが、当面見合わせる発表をしたと
きに受け手側が安心や二転三転と受け止めた

・市町等との防災情報に関する認識の確認 ・市町への伝達文の改善
・HP等の改善やリーフレットの作成による平素からの説明強化

・受け手側が避難行動との関係を誤解なく理解できるよう説明・解説を
行っていく

短時間で複数の部署やメディアから様々な情報が入り、市町におい
て情報が錯綜した

・視覚的に伝わる伝達方法の構築 ・ダム放流連絡内容の改善
・県防災部局との連携強化 ・洪水対応演習の充実

電話連絡（ダムホットライン等）に時間を要し市町への連絡が遅れた ・機敏な伝達方法の構築（ビジネス版LINEであるLINEWORKSの導入等）

城山ダム：より有効な情報共有のあり方とより効果的な洪水調節の強化に向けた検証・検討

より有効な情報共有のあり方 より効果的な洪水調節機能の強化

目 的
○緊急放流に関して様々なツールを活用し積極的に情報提供

してきたが、県と市町等との情報の受伝達に課題があったこ
とから、情報共有のあり方について、流域の市町と共に検証
を進め、有効で機敏な情報共有の仕組みを構築する。

○昭和40年のダム運用以来初めて緊
急放流を実施したことを踏まえ、洪水
調節機能の強化について検討する。

課 題

○城山ダム放流要領に基づく連絡のほかに、ダムホットライン
などもあり、情報が錯綜した

○電話等による連絡に時間を要した
○県民の命を守る重要な防災情報について、伝える側の県と

受け止める側の市町との認識

○予備放流により洪水調節容量を確保
したが、緊急放流により下流河川に
約4,500㎥/sの水を放流した

検証の
進め方

○６市２町に対して、個別ヒアリングの場でダムの機能や操作
等について丁寧に説明し、防災情報に対して相互に認識の
すり合わせを行う。

〇アンケート調査及び個別ヒアリングを実施し、課題を抽出す
る。

○ダムの操作規則等を点検、検証し、
国や専門家の意見を聴きながら、事
前放流の導入や操作規則等の見直
しを行う方向で検討中

とりまとめ
イメージ案

＜流域市町＞
○有効で機敏な情報共有の仕組みを構築するため、以下につ

いて実施する。
・LINEWORKSの導入

・城山ダム放流要領及びダムホットラインの改善
・市町との認識のすり合わせ

〇県からの情報をもとに、首長が避難指示等の発令を判断す
るといったシナリオを含めるなど、より現実に即した洪水対応
演習を実施する。

＜住 民＞
・HP等の改善、リーフレットの配布

○事前放流を行うには、大規模なダム
の改良が必要であるため、実行可能
性について検討する。

○洪水調節時の段階でも、下流の堤防
に影響を与えない範囲で、より多く放
流し、ダムの水位上昇を抑えることが
できるよう操作規則等を見直す
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佐久山水位観測地点（大田原市佐久山）の水位は氾濫注意水位内（レベル

2）で流下している。また、那珂川の小口水位観測所（那珂川町小口）にお

ける流域面積に対して、塩原ダムの流域面積が占める割合は小さい。栃木

県では、以上を踏まえると、那珂川本川中下流部における水位上昇は、本

川上流をはじめとした那珂川上流域全体での降雨によるものであり、塩原

ダムからの放流による影響は大きくないものと推測している。 

・水沼ダム（※茨城県による見解を引用） 

大北川河口部付近の無堤部から溢水し、20～40cm 程度の冠水があり家屋

浸水被害があった。茨城県では、仮に事前放流または暫定操作を解消し、

異常洪水時防災操作を回避した場合でも、水位低下効果は 4cm 程度（言い

換えると異常洪水時防災操作による水位上昇は 4cm 程度）であり、溢水に

ついて水沼ダムからの放流による影響は大きくないものと推測している。 

ダムに関しては上記の通りであるが、浸水被害の防止・軽減に向けては、

ダムでの対応とともに、河川の改修を進める必要がある。 

 

○異常洪水時防災操作実施ダムに関係する自治体へのアンケート 

受け手側へ的確に伝わる情報発信に向け、異常洪水時防災操作等のダムに関す

る情報の認識や、情報の伝わり方について、情報を受ける側である市町村（25 市

町村）に次の項目のアンケート調査を実施した。〔図表 3-15〕 

 

 

図表 3-15 アンケート調査項目の概要 

 

  アンケート結果（〔図表 3-16,17,18〕）から抽出された課題の主なもの、及びそ

の対応の方向性は次の通りである。 

・異常洪水時防災操作がどういう操作及び状態であるかといったことについて、

市町村の防災担当者にも必ずしも十分には理解されていない。ダムの能力、操

作内容等を平素からきめ細かく説明し意見を交換するなど（説明･広報手法の

＜アンケート調査項目＞

用語について
・ダム操作等に関係する「用語」について知っているか。

（防災操作、異常洪水時防災操作、緊急放流、予備放流、事前放流、特別防
災操作）

異常洪水時防災操作
・異常洪水時防災操作の開始見込み時刻が、通知後も状況に応じて変化する
ことをどう思うか。

・異常洪水時防災操作の当初連絡の予定時刻を過ぎたが、状況の連絡がない
場合、どのように思うか。

・ダム管理者が回避の旨を発表するまで、異常洪水時防災操作の可能性があ
る状況が継続していることを知っていたか。

・異常洪水時防災操作の情報を受信した後、どのような行動をとったか。 等

ホットライン
・ホットラインにより、情報を受信した後、どのような行動をとったか
・ホットラインにおける問題点および要望はあるか。 等

災害時の情報伝達について（情報の受信）
・災害時のダム管理者からの情報の、情報量と分かりやすさはどうか
・「分かりづらい」場合は、情報を分かりやすくするための意見はあるか。等

災害時の情報伝達について（情報の発信）
・異常洪水時防災操作の情報についてどのように住民向けに情報発信したか
・情報発信に対して住民からどのような問い合わせがあったか。 等

避難勧告・避難指示
・避難勧告・避難指示の発令基準が、整備されていますか。
・「避難勧告等に関するガイドライン 平成31年3月 内閣府」のP14において、「

異常洪水時防災操作に移行する場合は、ダム管理者から伝達される放流情
報等をもとに避難勧告等を発令する」とあるが、避難勧告・避難指示の発令
基準に、異常洪水時防災操作に関する内容が記載されているか。

・台風19号時において、異常洪水時防災操作の情報が、避難勧告・避難指示
の発令のきっかけとなったか。 等

警報局舎
・ダム放流のサイレンについて、住民から聞こえない等の苦情はあったか
・ダムの警報板について、見にくい等の苦情はあるか 等
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改善を含む）、関係市町村（防災担当者）とのリスクコミュニケーションを充

実していく必要がある。〔図表 3-16〕 

・情報量が少なすぎるという意見が多い一方で、情報量が多く重要な情報がまぎ

れてしまうという意見も見られる。また、避難につながる重要な情報がわかり

づらいという意見も多い。情報提供の充実に向けて、情報の発信方法や内容を

引き続き改善するとともに、通知様式や報道発表資料を改善する必要がある。

〔図表 3-17〕 

・ダム貯水位はダムの貯留状況（満水に近づいているかどうか等）を直接表す重

要な情報であるが着目度が必ずしも高いとは言えず、ダム貯水位情報のもつ意

味の認識を共有する必要がある。〔図表 3-17〕 

・市町村からの避難勧告や避難指示の発令基準に、異常洪水時防災操作に関する

内容が位置づけられていないダムがある。これについては、関係自治体に「避

難勧告等に関するガイドライン（平成 31 年 3 月 内閣府）」を周知するととも

に、警戒レベルの発令基準とダム放流に係る通知等の関係における標準的な判

断基準等について助言を行い、発令基準に位置づけられるよう働きかけを行う

必要がある。〔図表 3-18,19〕 

 

 

図表 3-16 アンケート結果（異常洪水時防災操作に関する市町村防災担当者の認識状況） 
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図表 3-17 アンケート結果（災害時のダム管理者から伝えられる情報の量と質） 

 

 

 

図表 3-18 アンケート結果（異常洪水時防災操作に関する情報の活用状況） 

 

 

■災害時のダム管理者から伝えられる情報の量と質

○情報量について

○避難につながる重要な情報のわかりやすさについて

○洪水時に必要だと思うダムの情報

○わかりやすくするための意見

n=25

n=107
n=25

【情報内容】
・水位上昇量や到達時間などの予測を示して欲しい
・異常洪水時防災操作による放流量毎の影響を教えてもらいたい
・可能性や見込み等の曖昧な表現ではなく、明確にして欲しい
・大量のFAXに重要な情報がまぎれてしまう。一目で重要だとわかるようにして欲しい
・防災担当者でなくともわかるような補足資料を添付して欲しい

【情報伝達】
・消防本部が窓口になっている。防災部門へも併せて連絡するなど、漏れがない連絡
体制を構築して欲しい

・緊急放流中であることを知らせるシステム（回転灯等）を構築してほしい
・FAX以外の伝達手法を検討してもらいたい

【リスクコミュニケーション】
・ダム操作の用語や意味が職員になじみがない。事前に説明があればよい。

※未回答=1

a 多すぎる

3者（12%）

b ちょうど良い

9者（36%）

c 少なすぎる

13者（52%）

a 分かりやすい

4者（17%）

b 分かりづらい

20者（83%）

16者

（64%） 12者

（48%）

21者

（84%）
19者

（76%） 11者

（44%）

24者

（96%）

4者

（16%）

0
5

10
15
20
25

回
答

数

○異常洪水時防災操作の情報が、避難勧告・避難指示の発令のきっ
かけとなったか

■異常洪水時防災操作に関する情報の活用状況

○異常洪水時防災操作に関する内容の、市町村の避難勧告・避難
指示の発令基準への位置づけ状況

○異常洪水時防災操作の情報受信後、どのような行動をとったか

○異常洪水時防災操作の情報をどのように住民向けに情報発信したか

n=25

n=25

n=68

n=83※未回答=1

※未回答=1

b 異常洪水時防災操

作に関する内容が記

載されていない。

18者（75%）

a 異常洪水時防
災操作に関する
内容が記載され

ている。
5者（21%）

c 避難勧告・避難指

示の発令基準が整

備されていない。

1者（4%）

b すでに他の理由

により避難勧告・

避難指示が発令

済みであった。

5者（21%）

a 異常洪水時防

災操作の情報

がきっかけで避

難勧告・避難指

示を発令した。

16者（67%）

c すでに他の理由により避難勧告・避難指示が発令済みで

あったが、異常洪水時防災操作の実施の可能性について注

意喚起を行った。

3者（12%）

6者

（24%）

20者

（80%） 12者

（48%）

13者

（52%）
12者

（48%）
10者

（40%）
0者

（0%）

10者

（40%）

0
5

10
15
20
25

回
答

数

0者

（0%）

12者

（48%）

15者

（60%）

21者

（84%）

8者

（32%）

11者

（44%）

1者

（4%）

0
5

10
15
20
25

回
答

数
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図表 3-19 自治体の避難勧告等の発令状況（発令のきっかけ） 

 

 

４． ダムの洪水調節及び情報提供に関する課題と対応の方向性 

 

平成 30 年 7 月豪雨では、「洪水調節機能を使い切ってしまったダムがあった

こと」、「ダム操作に関わる情報が住民の避難行動に繋がらない状況があったこ

と」が課題として挙げられたところであるが、３（４）で述べた通り、令和元

年東日本台風でも、洪水調節機能に関して、平成 30 年 7 月豪雨に引き続き異

常洪水時防災操作に移行したダムが多数生じたこと、また、情報提供に関して、

異常洪水時防災操作への移行に際しての情報発信の仕方と情報の受け止め方

にギャップが存在したことから、平成 30 年 7 月豪雨時の課題の延長線上でさ

らなる課題が浮かび上がったものと認識される。 

上記を踏まえ、より効果的なダム操作への改善、避難行動に結びつくような

より効果的な情報提供への改善との観点から、（１）より効果的なダム操作へ

の改良（①異常洪水時防災操作の方法論、②事前放流の方法論、③その他ダム

操作全般）、（２）避難行動に結びつくようなより効果的な情報提供への改善（①

情報発信の方法論）に大別して、現状の分析（課題）と対応の方向性をとりま

とめた。 

  

ダム名 市町村名 避難勧告・避難指示の発令状況
伊那市 異常洪水時防災操作の情報がきっかけで避勧勧告・避難指示を発令
松川町 異常洪水時防災操作の情報がきっかけで避難勧告を発令
中川村 異常洪水時防災操作の情報がきっかけで避難勧告を発令
飯田市 他の理由により避難勧告を発令
宮田村 異常洪水時防災操作の情報がきっかけで避難指示を発令
駒ヶ根市 異常洪水時防災操作の情報がきっかけで避難指示を発令

高柴ダム いわき市 異常洪水時防災操作の情報がきっかけで避難指示を発令
那珂川町 他の理由により避難指示を発令
大田原市 他の理由により避難指示を発令
那須塩原市 異常洪水時防災操作の情報がきっかけで避難勧告を発令

水沼ダム 北茨城市 他の理由により避難勧告・避難指示を発令
竜神ダム 常陸太田市 他の理由により避難勧告・避難指示を発令

愛川町 異常洪水時防災操作の情報がきっかけで避難指示を発令
海老名市 異常洪水時防災操作の情報がきっかけで避勧勧告・避難指示を発令
茅ヶ崎市 異常洪水時防災操作の情報がきっかけで避勧勧告・避難指示を発令
座間市 異常洪水時防災操作の情報がきっかけで避難勧告を発令
相模原市 異常洪水時防災操作の情報がきっかけで避勧勧告・避難指示を発令
平塚市 異常洪水時防災操作の情報がきっかけで避勧勧告・避難指示を発令
寒川町 他の理由により避難勧告を発令
厚木市 他の理由により避難勧告・避難指示を発令

美和ダム

塩原ダム

城山ダム
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（１）より効果的なダム操作への改良 

 

① 異常洪水時防災操作の方法論 

○操作規則の見直しについて 

（現状の分析、課題） 

異常洪水時防災操作への移行を抑制し洪水調節機能をできるだけ発揮

させるため、下流河道整備の進展等に応じた計画最大放流量あるいは洪水

量（洪水調節開始流量）の引き上げにより大規模洪水への洪水調節効果を

発揮させることについて、これらの見直しをしようとする場合に整理確認

すべき事項が必ずしも明らかになっていない。 

（対応の方向性） 

 操作規則を見直した事例の内容を共有し、見直しをする場合の検討や判

断をしやすくするよう、確認事項･留意事項を整理し明確化していく。 

一例として、淀川水系猪名川の一庫ダム（水資源機構管理）での操作規

則の変更事例をもとに、確認項目や留意事項を下記の通り（主なものを記

載）に整理した。〔図表 4-1〕 

このように、ダムの計画最大放流量あるいは洪水量（洪水調節開始流量）

の引き上げを行うには、河道や沿川の状況、流下能力の確認など、最新情

報による確認・検討が必要である。過去の洪水パターンの選定、操作方法

の検討･設定、効果の評価などを行ったうえで、関係者への説明･合意形成

のもとに変更することが必要となる。 

 

図表 4-1 ダムの操作規則を見直す際の検討内容や留意事項等 

 

○異常洪水時防災操作の操作方式について 

（現状の分析、課題） 

異常洪水時防災操作について、現行の操作方式以外に新たな操作方式

（必要最小放流量方式等）が提案されているが、その適用性については

必ずしもダム管理者に認識共有されていない。 

確認項目 一庫ダムでの検討内容（事例） 他のダムでの検討や留意事項等　（案）

河川の整備状況、
沿川の状況把握

・現況河道において流下能力を把握するため最新の河道断面を収集し、最新の現況流
下能力を算出。
・ダム下流における河川改修事業の進捗を把握。
（一庫大路次川・猪名川指定区間・直轄区間・神崎川）
・ダム下流河道の現地踏査を行い、河道状況、沿川の状況を確認。

・定期的に、放流量決定の根拠となる河道のネック箇所等の変化、上下流バラ
ンスを考慮した下流河川整備の進捗及び関連治水施設の建設状況等を把握
しておく必要がある。
・ダム管理者と河川管理者の協働が必要。

流下能力の確認 ・最新の河道断面における流下能力を算定。
・ダム管理者と河川管理者の協働体制が必要。
・河川改修、河道の土砂堆積、樹木状況等を考慮。
・流下能力の確認は定期的に行う必要。

対象波形の選定
操作方法の設定

・河川整備計画策定時に検討された主要６洪水を対象洪水として選定。
・流域全体の流出計算モデルを作成し、支川を含む小流域に分割。小流域毎に降雨を
与えて流出計算を実施。流域の既存洪水貯留施設や内水排除施設（ポンプ場等）の
操作をモデルに反映。
・検討する操作方法として、現行操作150m3/s一定量放流のほか、200m3/s一定量放
流、250m3/s一定量放流、345m3/s一定量放流の4ケースの放流量を設定。

・当該ダムの放流、下流支川のダム等貯留施設等の操作方法を踏まえた流出
計算の実施。
・検討対象とした主要洪水パターンから評価手法の検討
・各河川の状況に合わせた操作方式を検討。
・河川沿川の状況等から、操作手法などが採用できる可能性がないか合わせ
て検討。

効果検討・評価
・被害額・床上床下浸水世帯数・浸水面積等を算出、効果を評価・検討。
・洪水被害を最小にする放流量を設定。

・評価手法の検討。
・評価指標として検討ケース毎のダム効果等の算出。

関係機関協議
・検討結果等を踏まえ、関係機関等と協議。
・200m3/s一定量方式による操作方法変更の関係者の合意形成。

・地域の合意形成が重要（対象洪水やリスク配分）

管理規程変更 ・令和元年出水期までに運用開始できるよう操作規定変更手続きを実施。 ・出水期までの変更を考慮した変更スケジュール管理。
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 （対応の方向性） 

新たな操作方式を適用・検討した事例の内容を共有するとともに、現

状の技術到達レベルについての認識を共有していく。 

  新たな操作方式としては、必要最小放流量方式、ＶＲ方式、放流量曲

線逐次見直し方式、限界操作方式が挙げられ、現行操作方式を含め、そ

れぞれの概要及び特徴は以下の表の通りである。〔図表 4-2〕 

それぞれの方式で一長一短がある状況であり、ここでは、近年実際に異

常洪水時防災操作に移行したダムを事例としてそれぞれの方法で再現検

討を実施することとし、平成 30 年 7 月豪雨で異常洪水時防災操作に移行

したダムを事例として、計画のハイドロパターンを外力とすることに加え、

実績のパターンを外力として検討を行った。 

Ⅰ 計画ハイドロパターン 

Ⅰ-１ 計画波形のピーク流量を設計洪水流量まで引き伸ばし 

Ⅰ-２ 計画波形を本則操作で洪水調節容量を使い切る程度に引き伸   

ばし 

Ⅱ 平成 30 年 7 月豪雨の実績ハイドロパターン 

 

 

図表 4-2 ダムの異常洪水時防災操作の方法 

 

Ⅰ-１については、設計洪水位までに設計洪水流量を放流することが可

能かを確認したところ、放流量曲線逐次見直し方式では設計洪水位まで

に設計洪水流量を放流することができなかった。 

Ⅰ-２については、最大放流量、最高貯水位、放流量の最大増加量、異

常洪水時防災操作に入るタイミング、洪水調節容量の使用割合を確認し

たところ、限界操作方式は下流で急激な水位上昇が生じない一方で、現 

操作方法の概要 特徴

現行の異常洪
水時防災操作
方式

貯水位 - ゲート開度対応表を作成し、これに基づ
いてゲート操作を行う。

（利点）操作中に必要な情報は貯水位のみである。
（欠点）流入量の大きさに関係なく放流量を増加させるため、これまでの実
施実績の中には結果的に洪水調節容量を十分に活用できなかった事例も
存在する。

必要最小放流
量方式

任意の流入量・貯水位から一定割合で流入量がダ
ム設計洪水流量まで増加・継続した際に、規定で
定められたゲート操作を行って設計洪水位でダム
設計洪水流量を放流するために、現時点で最低で
も放流しなければならない放流量を定めたテーブ
ルを作成し、これに基づいてゲート操作を行う。

（利点）流入量が任意の値からダム設計洪水流量まで上昇する場合におい
ても設計洪水位におけるダム設計洪水流量の放流が満足されるため、操作
中に流入量が減少から増加に転じる場合においても適切に操作が行われ
る。
（欠点）流入量の増加割合が想定を上回る場合、操作の遅れが生じるおそ
れがある。

VR方式 過去の実績出水等から作成したピーク流量以降の
流入量の逓減特性を表現した基準流入波形を設定
し、基準流入波形に対して洪水調節容量を使い切
るよう空容量と放流率を定めたテーブルを作成し、
これに基づいてゲート操作を行う。

（利点）ピーク以降の流入量が単調に減少する洪水に対しては、時々刻々
放流量を見直して洪水調節容量を多く使用することで洪水調節効果を高め
ることが期待できる。
（欠点）操作中に流入量が減少から増加に転じると、操作の遅れが生じるお
それがある。

放流量曲線逐
次見直し方式

貯水位が異常洪水時防災操作開始水位を超えた
後、流入量がピークを過ぎて逓減している場合、60
分毎にその時点における流入量を洪水時最高水位
で放流するように放流量曲線を設定し、これに基づ
いてゲート操作を行う。

（利点）流入量が単調に減少する洪水に対しては、60分毎に放流量曲線を
見直して洪水調節容量を多く使用することで洪水調節効果を高めることが
期待できる。
（欠点）操作中に流入量が減少から増加に転じると、操作の遅れが生じるお
それがある。その際は、洪水時最高水位における放流量の目標値を計画高
水流量とするよう放流量曲線を設定しなおす等の留意が必要となる。

限界操作方式 「限界流入量」を下流河道の水位上昇速度の上限、
下流河道の水位流量曲線の変数、流入量、放流量
等を基に求め、流入量が限界流入量を上回った段
階で異常洪水時防災操作の放流を開始する。

（利点）下流の水位上昇速度を目標値以下に抑えることができる。
（欠点）流入波形によっては、目標とする下流の水位上昇速度を遅く設定す
ると、早期に放流量を増加させることにより本則操作に比べて放流量が大き
くなる場合がある。
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行方式と比較して異常洪水時防災操作を開始するタイミングが早く、最

大放流量が増加し、洪水調節容量の使用率は 8 割以下となった。他の方

式については、現行方式より洪水調節容量の使用率が増加するものの、

放流量の最大増加量は大幅に増加する。 

  Ⅱについては、現行操作方式（操作開始水位 8 割、操作開始水位 9.5

割）、必要最小放流量方式、ＶＲ方式を対象に、最高貯水位、最大放流量、

洪水調節容量の使用率を確認した。最高貯水位については、必要最小放

流量方式が洪水位最高水位を超過した。最大放流量については、現行操

作方式（操作開始水位 9.5 割）が最も大きく、以下、現行操作方式（操

作開始水位 8 割）、ＶＲ方式の順で、必要最小放流量方式が最も小さかっ

た。なお、ＶＲ方式については、Ⅰ-２においては、最大放流量は現行操

作方式（操作開始水位 8 割）よりも大きかった。 

  以上の結果から、最高貯水位や最大放流量といった評価項目の値の大

小関係は、設定した流入波形によって変化している。 

このため、それぞれのダムに適した方式を見極めていくには当該ダムで

発生しうる様々な流入波形を設定して検証する必要がある。また、操作の

容易さや、操作に使用する各種データの入手が不完全になった場合の対応

のしやすさ、ダム下流沿川の状況など、ダムごとの特性を踏まえることも

重要であることから、数値化しにくい評価項目も含め、類型化するなどし

つつ、総合的に判断する必要があり、先行検討事例の情報共有や検討事例

の蓄積･整理を進める必要がある。 

 

② 事前放流の方法論 

 

○水位低下量の設定方法について 

（現状の分析、課題) 

 水位低下量の設定方法については、現在、回復可能水位をもとに水位低

下量を設定する方法（水位回復可能テーブル手法[※]）や、一つの固定水

位や複数の水位を設定する方法を採用している事例があり、ダムに応じて

異なる。（下記の表参照。下記の「利用可能な降雨予測情報について」と

関連するので当該事項とあわせて整理した。）〔図表 4-3〕 

 

[※]水位回復可能テーブルとは、洪水調節開始前の任意の時間における累積雨量及

びその時点で発表されている予測雨量の情報を収集し、それに対応する回復可

能水位テーブル（早見表のようなもの）から読み取り、その水位まで事前放流

を実施するもの。回復可能水位は、同程度以下の予測雨量が発表された過去の

出水の中で最も少ない回復可能量（最も貯留が少なかった容量）、つまり、過去

の実績を踏まえて少なくとも回復すると見込まれる水位低下量（容量）として

あらかじめ設定しておくものであり、事前放流を行いつつも洪水貯留準備水位

までの確実な貯水位回復を意識したものである。 
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図表 4-3 事前放流の実施判断基準と低下水位量設定の既往事例 

 

現行の主たる方法である水位回復可能テーブル手法については、実績を

踏まえた上で予測情報を活かすという面では合理的であるものの、ダム管

理の体制によっては過去の降雨実績データの整理など作業が煩雑である。

また、過去に最も予測が外れた降雨（回復量が少なかった降雨）を対象と

する考え方であるため貯水位が回復しないリスクが小さくなるが、今後、

それより予測が外れる降雨もありうるという意味では 100％の回復を保

証するものでもなく、予測が外れた降雨事例が蓄積されていくと、水位低

下できる量がさらに少なくなり、治水上は効果が出ない方向となる。利水

リスクと治水効果の両面から水位低下量を設定していくことが求められ

る。 

（対応の方向性） 

各ダムにおける利水容量のうち、事前放流に活用可能な未利用容量･不

特定容量なども把握するとともに、水位低下量の設定にあたり、過年度の

データ分析や複雑な計算をしなくとも水位低下量を簡易に算出する方法

も選択肢とすることも大事である。また、水位低下量を一つの固定水位と

して決めている事例などもあるが、ダムの実情に応じ、実績を踏まえつつ

効果も含めて確認し、引き続き改善していく余地があれば改善していくこ

とが必要である。 

事前放流については、高度な気象情報の活用や分析をもとに実施するダ

ムがある一方で、簡易な情報や方法により実施しているダムもあり、ダム

ごとにレベルにも差があるのが現状である。全てのダムにおいて一律に高

度な情報や方法による必要はなく、ダムの目的･規模や管理体制などに応

じてメリハリをつけていくことが必要である。 

ダム 事前放流実施判断基準 低下水位量の設定

多目的ダムの
標準例

(1)または(2)を満たすとき事前放流を実施
(1)台風の中心が東経○○度から○○度までの範囲において北緯○○
度以北に達し、○○ダム流域内における総雨量が○○mmを超える
と予測されるとき

(2)○○ダム流域内における累加雨量が○○mmに達し、さらに総雨量
が○○mmを超えると予測されるとき

【水位回復可能テーブルによる水位設定】
過去の主要洪水において、予測雨量・実績の雨量・回復量を
関連付けた回復可能テーブルを作成し、洪水に際して実績雨
量と予測雨量から低下水位量を設定

○○ダム
（県管理多目的
ダムの例）

気象庁発表の「台風に関する気象情報」、「大雨に関する気象情報」
が(1)または(2)の条件を満たすとき事前放流を実施
（1）台風が○○地方に影響を及ぼすおそれがあるとき
（2）○○区域の24時間降雨量が○○mmを超えると予想されるとき

【一つの固定水位を設定】
予測雨量によらず目標水位を一つに固定

○○ダム
（発電ダム）

以下の条件を満たすとき事前放流を実施
ダム流域内累計雨量と39時間予測積算雨量の和が○○mmを下回ること

なく○○○mm以上を２回記録

【一つの固定水位を設定】
実績雨量と予測雨量によらず目標水位を一つに固定

○○ダム
（発電ダム）

（1）または（2）の条件を満たすとき、目標水位①で事前放流を実施
（1）84時間先（GSM）の予測雨量が○○○mm以上
（2）①と②の条件を満たすとき

①84時間先（GSM）の予測雨量が○○○mm以上
②台風が○○ダム西側半径750km内を通過

（1）または（2）の条件を満たすとき、目標水位②で事前放流を実施
（1）39時間先（MSM）の予測雨量が○○○mm以上
（2）以下の①と②の条件を満たすとき

①39時間先（MSM）の予測雨量が○○○mm以上
②台風がダム西側半径750km内を通過

【複数の水位を設定】
予測時間（84時間先、39時間先）に応じて複数の目標水位を設
定
（1）目標水位① EL.○○○m（高標高）

※84時間先の予測雨量
（2）目標水位② EL.○○○m（低標高）

※39時間先の予測雨量

（その他の例）
実施基準：県管理ダムにおいて、県の災害警戒本部（洪水）が立ち上げられたときに事前放流を実施する事例等がある。
水位低下量：県管理ダムにおいて、事前放流実施判断時の流入量が基準渇水流量以下の場合は、10日間でダムの貯水量が回復する水位を設

定、基準渇水流量以上の場合は、基準渇水流量で10日でダムの貯水量が回復する水位を設定している事例がある。



29 
 

こうした観点から、ダム毎の実状（管理体制、規模等）に応じた水位低

下量の設定方法の選択肢を整理した。（下記の「利用可能な降雨予測情報

について」と関連するので当該事項とあわせて整理した。） 

このなかで、事前放流による水位低下量を簡易に算出する方法として、

以下の手法が考えられる。〔図表 4-4〕 

 

 

 

図表 4-4 事前放流の開始基準と水位低下量の設定方法（簡易な手法） 

 

この方法では、予測雨量が重要であると同時に、流出率を適切に設定す

ることも重要となる。総降水量と総流出量の実績データがあるところはそ

の関係で整理して設定することが望ましい。こうしたデータがない場合は、

既往文献等に示されている地形区分に応じた値を用いることになるが、デ

ータの蓄積を進めていくとともに精度の向上に努めていく必要がある。ま

た、１回の降雨だけでなく降雨履歴にも留意して流出率を適切に設定して

いくことも課題である。 

 

○利用可能な降雨予測情報について 

（現状の分析、課題） 

事前放流の実施にあたって利用している降雨予測情報や判断基準につ

いては、現在、実績雨量や予測雨量（全球モデル（GSM）、メソモデル（MSM））

をもとにする方法のほかに、気象庁発表の気象情報（台風に関する気象情
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報、大雨に関する気象情報）をもとにしている事例などがあり、ダムに応

じて異なる。このように、予備放流や事前放流の実施判断の基盤となるの

は台風の位置・コースや気象庁から配信される様々な降雨予測情報などで

あるが、利用可能な降雨予測情報の種類とその精度については、必ずしも

ダム管理者に認識共有されていない。〔図表 4-5〕 

（対応の方向性） 

現状で利用可能な降雨予測情報に関して、その特性（予測時間など）や

精度など、現状の技術到達レベルについての認識を共有する。〔図表 4-6〕 

一部では、アンサンブル予測を活用した事例や技術開発が行われている。

アンサンブル予測は、最大値は治水側、最小値は利水側のリスクを示す幅

値として考えられる。さらには、民・学・官による長時間アンサンブル予

測開発（ＳＩＰ）が進められているところであり、長時間の予測情報をも

とにした早期からのダムの事前放流を可能とする、ダム最適事前放流予測

モデルが開発中である。 

前述しているが、ダムの事前放流については、高度な気象情報の活用や

分析をもとに実施するダムがある一方で、簡易な情報や方法により実施し

ているダムもあり、ダムごとにレベルにも差があるのが現状である。全て

のダムにおいて一律に高度な情報や方法による必要はなく、ダムの目的･

規模や管理体制などに応じてメリハリをつけていくことが必要であり、事

前放流等の実施判断にあたり、ダム毎の実状（管理体制、規模等）や精度・

リードタイム等に応じた降雨予測手法の選択肢を整理した。（上記の「水

位低下量の設定方法について」と関連するので当該事項とあわせて整理し

た。） 

降雨予測手法と水位低下量設定方法のそれぞれの特徴･長所短所やダム

の種類（規模の大小等）を踏まえると、今後に適用していくことが想定さ

れる手法の組み合わせとしては、降雨予測手法は全球モデル（GSM）、メソ

モデル（MSM）、水位低下量設定手法は分布型モデル等による洪水流出解析

モデルと簡易手法が挙げられる。その際、例えば洪水の３日前の段階であ

れば予測時間の長い全球モデル（GSM）予測、その後、予測時間の比較的

短いメソモデル（MSM）予測がでてくればそれを使用していくなど連動し

た使い方が良い。 

また、その先に技術開発等の状況を踏まえて設定される手法として、降

雨予測手法はアンサンブル予測、水位低下量設定方法は水系全体の統合シ

ステム（水系におけるダム流入量や河川水位の予測を一つのモデルで行う

もの）が挙げられる。 

今後、気象予測とダム操作をどのように連携していくかは大事なテーマ

である。このような情報を使って、３日以上の長いリードタイムによる事

前放流を実現することで、例えば、発電を継続しながらゆっくり水位低下

を行うなど、ダムの利水機能との調和が図られる可能性が考えられる。さ

らに、事前放流にとどまらず、ダムの洪水調節操作の全般、特に、異常洪

水時防災操作への移行のタイミングを予測し、限られたダムの容量を最後
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まで有効に活用することも極めて重要である。そのためには、気象庁の予

報について、ダム管理の立場から、当該ダムの操作にとって必要で有益な

情報に加工して使用していくことが求められ、その際に求める精度も含め、

検討を行っていくべきである。なお、その際に、求める精度や情報は各ダ

ムにより異なり、ダムの状況に応じた検討が必要となる。また、降雨予測

情報を使用するにあたり、ダム流域が小さい場合に予測と実績が合わない

などの問題があれば補正方法等を検討することが考えられ、その際、いろ

いろなパターンの実績雨量で検討し精度を高めていくことが求められる。 

  

 

図表 4-5 数値予報の精度（令和元年東日本台風における事例） 

 



32 
 

 

図表 4-6 ダムの事前放流における降雨予測手法と水位低下量の設定手法 
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○アンサンブル降雨予測技術の活用について 

（現状の分析、課題） 

事前放流を的確に行うとともに、洪水後に洪水貯留準備水位まで回復し

ない場合の渇水被害リスクの最小化を図るため、降雨量の予測精度を向上

させるアンサンブル降雨予測の技術開発が進められているが、ダム管理の

観点からこうした予測情報を活用する方法が確立されていない。 

（対応の方向性） 

 アンサンブル降雨予測は幅をもって予測値を示すことに特徴があるが、

ダム管理の実務においてアンサンブル予測から得られる幅を活用する方

法の基本的な事項を共有していく。 

 アンサンブル予測を活用する方法としては、アンサンブル予測雨量を流

出計算によってダムの貯水位に変換し、事前放流量（確保した空き容量）

に応じて、洪水時最高水位を超過するアンサンブルメンバー数の割合（洪

水調節容量が不足する割合）と洪水貯留準備水位まで回復しないアンサン

ブルメンバー数の割合（利水容量が回復しない割合）を整理して、これら

がいずれも最も小さい事前放流量（確保した空き容量）を見出す方法が考

えられる。実務的には、アンサンブル予測雨量を時点更新しながら時々

刻々の最新データから「洪水調節容量が不足する割合」と「利水容量が回

復しない割合」を計算し、事前放流の目標水位の判断を繰り返すことが考

えられる。このとき、考え方の一例として、利水容量が確実に回復するこ

とを重点に置くこととし、「利水容量が回復しない割合」を極力低く抑え

る中で「洪水調節容量が不足する割合」が最も小さくなる目標水位を選択

する、ということが挙げられる。〔図表 4-7〕 

アンサンブル予測の活用においては、治水と利水のバランスの中で最適

解を見出していくことが重要である。予測情報としては、雨量や流量の波

形も重要であるが、総雨量がどれほどかというボリューム感やその精度が

どれほど必要かということも重要になる。今後、アンサンブル予測の試行

を通じて事例を積み重ね、ダムの特徴を踏まえつつ、ダム管理への実装に

向けた判断基準等についてさらに検討を深めていく必要がある。 

 

○その他留意事項 

 事前放流は、洪水による被害を防止･軽減するための有効な方策である

が、無限･万能ではないことも認識する必要がある。その上で、各ダムで

事前放流を効果的に実施するにあたり、ソフト・ハードの両面から課題を

レビューし、情報共有し、今後に活かしていくことが重要である。例えば、

事前放流を行うための情報や放流設備等に係る課題だけではなく、これま

で水位が下がっていないところまで水位を下げる場合の水質に与える影

響や施設に与える影響などの課題も考えられる。また、大きな放流設備を

用いて事前放流を行い水位を早く下げようとする場合には、ダムによって

は貯水池の斜面の安定性に留意することなどが必要であり、それらの知見

を今後に活かし事前放流の充実を図っていくことが重要である。充実に向
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けては、事前放流の効果の高いダムの見極め、できるだけ早期に判断をし

て時間をかけて事前放流を行う操作の確立、そのための降雨予測技術の開

発や活用などが重要になる。 

 

 

図表 4-7 アンサンブル予測から得られる幅を活用する方法の検討事例 

 

 

③ その他ダム操作全般について 

 

○ダムの洪水期と非洪水期について 

（現状の分析、課題） 

令和元年東日本台風による洪水は、洪水期と非洪水期が切り替わる時期

に発生した。洪水期から非洪水期への移行期のダム管理は難しく、ダム管

理者は、貯留すべき洪水か、あるいは洪水に備えて逆に容量を空けるべき

洪水なのかという、大変難しい選択を迫られる。積雪地域にあるダムでは、

融雪期において、水利用のための貯留のニーズがある一方で、大雨により

洪水となる場合もあるため洪水への備えに注意が必要である。貯留すべき

洪水を逃してしまい、その後に台風や大雨がない場合には、次年度を迎え

るまでに水が不足する渇水リスクを抱えることとなる。 

また、気候変動の影響により洪水期が現在より変化することの影響も考

えていかねばならない。 

（対応の方向性） 

非洪水期に発生する洪水に対しても、令和元年東日本台風においても対

応しているダムがあるように、予備放流や事前放流などにより備えていく

ことが必要である。 

気候変動の影響による外力の増大や降雨のパターンの変化の影響とと

もに、ダムの洪水期の期間の変化や洪水貯留準備水位の設定への影響など
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ダムの操作運用への影響も含め、気候変動の影響を治水･利水の両面から

研究していく必要がある。 

 

○ダムの管理体制について 

（現状の分析、課題） 

洪水時のダムの管理体制について、洪水時には、ダムへの流入量予測、

洪水調節操作、関係機関への情報提供、河川巡視、警報操作などの職務を

並行して執り行うことになるため、一定の職員数が不可欠である。洪水前

に事前放流を実施する場合、現在よりもさらに体制が長期間に及ぶことに

なる。また、事前放流や、下流の自治体等からの要請及び今後の降雨見込

みを踏まえて下流の被害軽減のために貯留量を増やす（放流量を減じる）

高度な操作を行う特別防災操作など、より高度にダムを活用していこうと

すると、ダム操作を行う職員の負担は増加する。〔図表 4-8〕 

現状で、ダム管理所の職員数は少なくなっており、また、当該ダムを熟

知している職員でなければすぐには対応が難しい面もある。 

（対応の方向性） 

バックアップ体制や支援体制等が必要であり、そのための準備を普段か

らしておく必要がある。例えば、普段は担当しておらず不慣れな職員にバ

ックアップや支援を求めるときにＩＴ（遠隔通信技術等）を活用して操作

等を確実に行えるように取り組んでいくことや、熟練度向上の観点から、

洪水時における関係機関への情報提供等やダムの防災操作を的確に行う

ための演習･訓練を関係機関とも連携して継続的･効果的に行っていくこ

とも重要である。気候変動の影響で異常な豪雨が頻発し、負担が大きくな

っている中で、現場の責任者（管理所長）や担当職員のさらなる負担増加

にならないように配慮していく必要がある。 

ダム管理所の職員や予算の制約の中で限られリソースをどこに投入す

るかが重要であり、情報の高度化やハードを行う必要性が高いダムに重点

投資していくなどのメリハリが必要である。 
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図表 4-8 ダム管理の状況（ダム管理所の洪水時の対応） 

  

警報所の操作
・サイレン吹鳴、スピーカー放送の遠方操作
・電光掲示板の表示変更、HPへの防災情報の掲示

ダム管理の状況（ダム管理所の洪水時の対応）

流
量

洪水調節操作 異常洪水時防災操作
時間

ダム放流量
ダム流入量

機械設備点検
扉体、扉当り、開閉装置のワイヤーロープ等の外観確認、油圧配管等周辺の異常（漏油）の確認、機側操作盤状態表示灯による設備の状態確認、油圧ポンプの試運転

電気通信設備点検
管理所内の受変電設備、多重無線装置、テレメータ観測設備、放流警報設備、移動無線装置、管理用制御処理設備、CCTV、模写電送装置、電話交換機の点検、予備発電設備の試運転

警報車の無線通信状態確認

事前放流
①実績累加雨量

②予測雨量（予測時間39時間先のMSM、予測時間84時間先のGSM）
③台風の進路予報（5日先）等

事前放流操作
（洪水貯留準備操作）

水位維持操作 水位低下操作

河川巡視
・サイレン吹鳴、スピーカー放送の確認

・河川利用者の確認と注意喚起

警報所等の操作
・サイレン吹鳴、スピーカー放送の遠方操作
・電光掲示板の表示変更、HPへの防災情報の掲示

洪水調節・異常洪水時防災操作
①予測雨量（予測時間1時間先の降水ナウキャスト、予測時間6時間先の降水短時間予報、予測時間39時間先のMSM）

②下流河川の予測水位

河川巡視
・サイレン吹鳴、スピーカー放送の確認

・ダム下流の河川状況、避難状況の確認

警報所等の操作
・サイレン吹鳴、スピーカー放送の遠方操作
・電光掲示板の表示変更、HPへの防災情報の掲示

降雨・流入

量予測
観測・分析

施設点検

情報提供

操作

巡視

警報

ダムの操作・放流状況について、逐次、自治体（ホットライン等含む）、関係機関へ情報提供、一般への周知（記者発表・HP掲載）
※洪水警戒体制発令、解除の連絡、ダムのゲート放流開始前、開始時、終了時の連絡、洪水調節開始前、開始時、終了時の連絡、異常洪水時防災操作移行○時間前、開始時、終了時の連絡

観測データの収集・分析、ダムへの流入量予測

ゲート操作（すりつけ操作・洪水貯留準備操作（事前放流操作）・水位維持操作・洪水調節操作・異常洪水時防災操作・特別防災操作・水位低下操作）

洪水調節・異常洪水時防災操作の可能性検討
事前放流の水位等設定・見直し

（後期放流操作）
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（２）避難行動に結びつくようなより効果的な情報提供への改善 

① 情報発信の方法論 

○異常洪水時防災操作への移行に関する記者発表について 

（現状の分析、課題） 

令和元年東日本台風において、城山ダムでは、異常洪水時防災操作への

移行に関し、より早い時間で記者発表等の情報提供をしたが、その後に再

確認（見合わせ）をしたことなど、状況及び発表内容が変遷した。これに

関して、受け手側において、「もう大丈夫だろう」あるいは「方針が二転

三転した」というように、避難行動に資する（避難のための時間をできる

限り確保する）という本来の目的とは異なる受け止めになった面がある。 

具体には、城山ダムに係る 2 回目の記者発表内容（メッセージ）から、

受け手側においては次のような受け止め方になった可能性がある。 

・「流入量が予測に達しなかった」 

→降雨や増水のピークを過ぎた（ヤマを越えた）、予測を下回ったから

もう大丈夫だ 

・「当面見合わせます」「緊急放流する場合は」 

→緊急放流が必要である状態が解消した 

・1 回目の記者発表内容にあった「命を守る行動を取ってください」との

メッセージがなくなった 

→避難行動を促されてはいない 

（対応の方向性） 

記者発表において、実施内容（見通し）を伝えるのみならず、受け手側

がその意味や自らの避難行動との関係を的確かつ誤解無く理解できるよ

うな説明・解説を付していくことが必要である。 

異常洪水時防災操作への移行の可能性を早い段階で周知したとき、異常

洪水時防災操作を開始するまでの間に途中の状況を適宜周知することは、

異常洪水時防災操作に移行する可能性が継続していること、つまり、避難

を判断し行動することを考えていただきたい状態に変わりがないことか

ら、避難をするための時間がまだありこの時間を有効に使っていただきた

いというメッセージ性のある発信として意味のあることである。これを踏

まえ、ダムが満水になり河川の水位を下げられなくなる可能性がある、命

を守るための避難行動を取っていただきたい、とのメッセージ性をポイン

トに考え、2 回目の記者発表においては、例えば、次のような発表文とす

ることが考えられる（簡略文）。 

 

  

＜1 回目＞ 
緊急放流の実施が見込まれます。命を守る行動を取ってください。緊急放流実施予定
１７時から。 

＜2 回目＞ 
ダムへの流入量の実績と今後の予測雨量を検討した結果、１７時から見込んでいた緊
急放流の予定時間を繰り延べし、今後については、降雨の状況やダムへの流入量等を
注視しながら、あらためてお知らせします。 
現在もダムでの洪水貯留を続けていますが、ダムの洪水貯留可能な容量が減少（満水
位に近づき）し、ダムによって河川の増水（河川の水位の上昇）を緩和することがで
きなくなるおそれがあります。 
ダムが洪水貯留を続けているこの時間を有効に活用して、自治体からの避難に関する
情報を確認し、今のうちに命を守る行動を取ってください。 
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なお、異常洪水時防災操作への移行の可能性を周知するという、いわば

危急時の情報発信のみにおいて、すべてを説明し、受け手側に的確に理解

してもらうことは難しいため、平素から、説明・意見交換を通じて、異常

洪水時防災操作とは何か、洪水時にダムが満水になるということはどうい

う状態・意味なのかといったことを、ダム管理者と関係自治体や関係住民

との間で共有するようにすることが重要である。 

 

○異常洪水時防災操作の呼称･説明について 

（現状の分析、課題） 

ダム管理者は「異常洪水時防災操作」との呼称を用いる一方で、報道等

では「緊急放流」との呼称が使われている。「異常洪水時防災操作」は、

異常な洪水時におけるダムの操作の呼称として実施局面･オペレーション

内容を表してはいるが、ダム管理者の行為を正確に表そうとするあまり、

情報の受け手に対するメッセージ性が希薄になっている。 

（対応の方向性） 

異常洪水時防災操作に関して、発信する側の視点、受け手側の視点を整

理した上で、言葉と視覚情報を組み合わせて、受け手側が理解でき行動を

取りやすくなるような説明をしていく。〔図表 4-9〕 

具体には、説明内容として、「どのような操作･状態か」、「この操作･状

態をダム下流の沿川ではどのように理解していただきたいか」、「その操作

をせずにダムへの貯留を続けるとどのようになるのか」、「ダムが満水にな

ること、満水になりつつあることをどのようにリアルに感じていただくか」

の観点が重要と考え、それぞれの内容を下記の通りに整理した。〔図表 4-

10〕 

 ここで示した図は一例であるが、図解、イラスト、動画アニメなどを利

用した説明コンテンツ（例えば、「異常洪水時防災操作って何？」）を作成

し、平素からの説明･意見交換に広く活用するのは有益である。〔図表 4-

11,12〕 

異常洪水時防災操作はダムが満水に近づいた段階で準備･実施するもの

であり、ダム下流の自治体や沿川住民の方々においても、ダムの貯水位や

その上昇速度を見れば状況の理解がより進むと考えられる。そのために、

ダムの貯水位レベルや切迫感が伝わるカメラ画像をリアルタイムで配信

することなどが効果的と考えられる。 

重要なのは「情報と行動のブリッジ」である。平素（普段）と危急時（ま

さか）の両面からの説明により、「伝える」から「伝わる」、「共感」にな

るようにしていくことを意識する必要がある。平素から関係自治体や関係

住民との間で、「ダムの能力とは」、「ダムの操作とは」、「異常洪水時防災

操作とは」、「事前放流とは」といったことを毎年繰り返し説明･意見交換

していくプロセス、つまり、リスクコミュニケーションを粘り強く実施し

ていくことが重要である。 
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図表 4-9 情報を発信する側と受け手側の視点整理 

 

図表 4-10 具体的な異常洪水時防災操作の説明内容 

 

【発信する側の視点～沿川住民等に対して何を
伝えたいか】

●ダムに貯め込める量が減り、最終的には貯め
込めなくなることから、ダム下流河川において
河川水位を低下させることができなくなる
→（被害の防止・軽減のための行為の一つをこれ

以上行えなくなり）ダムの洪水調節効果が減少
していく結果、自然のままの洪水の流れとなり、
下流河川の水位がこれまで以上に上昇し氾濫
のリスクが高まる危険性がある

●ダムに貯め込んだ貯留水をゼロから一気に

大量に放流開始するものではなく、最終的に
ダムへの流入量と同程度の量を放流することに
なる

→ダムの貯水位を下げるために放流するもの
ではなく、ダムがない場合の河川の洪水流量

よりも多くの流量を放流するものではない

【受け手の側の視点】

●明確さ（誤認回避性）
情報の受け手が誤解なく理解しやすいか、

●聞き取りやすさ（直感理解度）

直感的に意味を想像できるか、文字と音声の両面で意味を
理解しやすいか、別の用語と紛らわしくないか
●平易さ

言いやすいか、表示しやすいか（文字数が多い用語は好ま
しくない）、専門的すぎないか
●行動誘発性

情報の受け手が必要な行動を取ることにつながりやすいか
●定着度

定着している言葉か（行政内部の定着より一般への定着を
重視し評価）

●多義性
複数の別種の操作を包含した言葉になってないか

＜課題＞
異常な洪水時におけるダムの操作の呼称として実施局面･オペレーション内容を表してはいるが、
ダム管理者の行為を正確に表そうとするあまり、情報の受け手に対するメッセージ性が希薄

異常洪水時防災操作

改善に向けた考慮事項

（参考）気象庁「予報用語のあり方」 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kaisetsu.html

「異常洪水時防災操作」の説明

●どのような操作・状態か

ダム貯水池に流入した洪水の貯留が進み満水（貯留の限界）に近づいた段階において、ダムからの放流
量を、洪水調節中の限度放流量から漸増させ、ダム貯水池への流入量と同程度になるように近づけていき
、満水に達したときにはダムに洪水を貯められなくなり流入量をそのまま下流に通過させるもの

●この操作・状態をダム下流の沿川ではどのように理解していただきたいか

この操作を行うこととしたときには、ダムでの洪水の貯留、すなわち、氾濫被害の防止･軽減のためにダム
によって下流河川の水位低下を図ることがこれ以上できなくなる非常事態であり、下流河川はダムがない
状態に近づき自然のままの洪水によってこれまで以上に水位が上昇していくおそれがあり、氾濫のリスク
がより高まることから、沿川住民の方々には避難を判断し行動していくことを考えていただきたい

→ダムが満水になり上流の山地から流れてきた水がそのままダムを通り過ぎていくため、河川の増水
（河川の水位上昇）を抑制･緩和することができなくなり、氾濫のリスクが高まる

●その操作をせずにダムへの貯留を続けるとどのようになるのか
操作をせずにダムへの貯留を続けると、ダムの貯水位が上昇し続け、設計上、ダムから放流することが想
定されていない箇所からの放流となることが考えられ、（設備に損傷が生じればさらに続く洪水に対しても）
放流を制御することができなくなるおそれがあり、下流の河川水位の急激な上昇と氾濫が生じるおそれが
あるほか、それまでダム貯水池に捕捉された（溜まっていた）流木が急激に流下し下流被害の拡大が生じ
るおそれもある

＜キーワード＞ 満水、貯留の限界、水位低下機能、
通過、流入と同程度の放流、
非常、河川水位上昇、リスク、避難 等
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図表 4-11 異常洪水時防災操作のイラスト例 

 

 
図表 4-12 ダムが満水になりつつあることの直感的な情報提供例 

 

 

 

 

  

●ダムが満水になること、満水になりつつあることをどのようにリアルに感じていただくか
✓視覚的な絵･画像による直感的な情報を提供

通常の防災操作（洪水調節）

貯留

ダムに洪水を貯めることで
下流の流量を減らし
河川の水位を下げる

このような
操作・状態ではない

水位を
下げる

異常洪水時防災操作

同じ量

水位を
下げられ
なくなる
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５． おわりに 

 

ダムは、運用の変更等によって、気候変動による外力の増大に対応する可能性を

有する施設であることから、これまでの知見や新たな技術等を活用し、より効果的

なダム操作を展開してダムの有する機能を最大限発揮させていく必要がある。ダム

の操作規則の見直し、新たな異常洪水時防災操作の操作方式の適用、事前放流の方

法など、本検討会でとりまとめた内容の中には、これまでに実行・導入されている

ものも含まれる。しかしながら、これらを一般化し、より一層多くのダムで活用し

て、ダム操作を改善していくには、引き続き検討･研究を進め、知見や情報を蓄積･

共有していく必要がある。そして、気候変動による外力の増大に対応するにあたっ

ては、例えば、気候変動が洪水期と非洪水期が切り替わる時期に変化をもたらす可

能性があることを考えておくことも重要になる。 

一言にダムといっても、その目的や規模、洪水や利水の容量配分などは様々であ

り、また、ゲートにより洪水調節を行うダム、ゲートがなく自然調節を行うダムな

ど、その操作方法や管理体制も様々である。ダム操作の改善の際には、各ダムの実

情を踏まえて検討する必要がある。例えば、流域の要となるダムの場合には、高度

な情報を活用して、事前放流や特別防災操作などの高度な操作を目指す必要がある。

一方、流域の上流部や支川などに位置し、流域の要となるダムをサポートするよう

な位置づけのダムの場合には、簡易な情報に基づき、できるだけシンプルな操作を

目指すなど、メリハリをつけていくことが重要である。 

なお、令和元年東日本台風等を踏まえ、政府では、既存ダムの有効貯水容量を洪

水調節に最大限活用できるよう、令和元年 12 月 12 日に「既存ダムの洪水調節機能

の強化に向けた基本方針」が策定され、関係省庁が一丸となって、必要な取組を進

めている。具体には利水ダムを含めて事前放流を抜本的に強化していくものであり、

本検討会における事前放流の検討はこの取組に活かされていくものと考えている。 

また、ダムの洪水調節能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず

発生することを社会全体で共有していく必要があるが、このとき、ダムに関係する

全ての主体が、ダムの機能や操作を理解するとともに、必要な情報について共通の

認識を持ち行動につなげていくこと（情報と行動のブリッジ）が重要である。ダム

の洪水調節に係る情報提供については、真に「伝わる」（情報を受け取って理解･共

感してもらい行動につなげる）ことに向けて、平常時と危急時の両場面をとらえて、

更なる改善への取組を進めていかねばらない。ダムに関係する全ての主体の間で、

ダムの能力とは、ダムの操作とは、異常洪水時防災操作とは、事前放流とは、とい

ったことを共有していくプロセス、つまりリスクコミュニケーションを着実に進め

ていくことが重要である。 

本検討会でとりまとめた内容は、令和元年東日本台風での対応で認識した課題を

踏まえ、平成 30 年 12 月の「異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪水調節機能に関す

る検討会」の提言を受けた取組を、より実効性あるものとし、また、現場において

より適用しやすいものとする観点から補強するものであり、実際の取組に活かして

いただきたいと考えている。平成 30 年 12 月の提言及び、本検討会のとりまとめ内

容も含め、今後、気候変動による異常豪雨の頻発化が懸念される中、各種取組を推
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進し、ダムの有する機能を最大限発揮させつつ、ダムに関する多くの関係者の連携

に基づく防災行動により、安全安心な社会が構築されることを願うものである。 
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